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駅 前 等 再 開 発 特 別 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２２年１０月２９日（金）午前１０時　　　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　２時１分　閉会　　　　　　　　　

１．場所

第二委員会室

１．出席委員
委 員 長 木村勝彦  副委員長 渡辺慎吾  委　　員 大澤千恵子
委　　員 南野直司  委　　員 上村高義  委　　員 弘　　豊

　　委   長 三好義治 

１．欠席委員
なし


１．説明のため出席した者
市　長　森山一正 副市長　小野吉孝
都市整備部長　小山和重 同部次長兼建築指導課長　大田博和
同部参事　吉田和生 まちづくり支援課長　土井正治
同課参事　磯崎秀彦 都市計画課長　新留清志　同課参事　西川　聡
同課参事　三輪　知広
生活環境部長　水田和男同部次長兼自治振興課長　杉本正彦
市民活動支援課長兼コミュニティプラザ館長　橋本英樹

１．出席した議会事務局職員
事務局局次長　藤井智哉　　　同局書記　田村信也

１．審査案件
認定第１号　平成２１年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分
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（午前１０時　開会）

○木村勝彦委員長　ただいまから、駅前

等再開発特別委員会を開会します。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　時節柄、何かとお忙しいところ、きょ

うは特別委員会をおもちいただきまして、

大変ありがとうございます。そして、ご

苦労さまでございます。

　きょうは、平成２１年度の所管の会計

についての決算のご審議をいただくわけ

でございますけれども、おかげさまで南

千里丘のまちづくりも市のかかわる部分

につきましては、おおむね完成を見たと

ころでございますけれども、この後、ま

た連続立体交差、千里丘西再開発、正雀

駅前整備等々、課題がいっぱいございま

すが、この南千里丘のエネルギーを、い

かにこのまちづくりに生かしていくか、

これからの課題になってまいります。

　当委員会での決算のご審査で、いろい

ろご指摘をいただくと思いますけれども、

またこれを今後のまちづくりに生かして

いきたいと思いますので、どうぞ慎重審

査の上、ご認定いただきますよう、よろ

しくお願いいたします。

　一たん退席をさせていただきます。

○木村勝彦委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は、大澤委

員を指名します。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○木村勝彦委員長　再開します。

　認定第1号所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　小山都市整備部長。

○小山都市整備部長　それでは、補足説

明をさせていただきます。

　認定第１号、平成２１年度摂津市一般

会計歳入歳出決算のうち、都市整備部に

おける本委員会に付託されております内

容につきまして、目を追って主なものに

ついて補足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、歳入歳出

決算書３２ページ、款１２、分担金及び

負担金、項１、負担金、目２、土木費負

担金、節１、都市計画費負担金は、南千

里丘土地区画整理事業におけます電線共

同溝整備工事に伴います参加事業者から

の整備負担金でございます。

　４２ページ、款１４、国庫支出金、項

２、国庫補助金、目２、土木費国庫補助

金、節１、都市計画費補助金は、南千里

丘まちづくり事業及び南千里土地区画整

理事業に対しますまちづくり交付金でご

ざいます。

　５２ページ、款１５、府支出金、項３、

委託金、目３、土木費委託金、節２、都

市計画費委託金は、阪急京都線連続立体

交差事業で、大阪府が実施しております

国費調査の一部、まちづくりに関する部

分の委託を受け実施したものでございま

す。

　款１６、財産収入、項１、財産運用収

入、目１、財産貸付収入、節１、土地建

物貸付収入は、南千里丘土地区画整理事

業区域内の用地を、一部、摂津交通安全

自動車協会の貸し付けと本市が鉄道運輸

機構により購入いたしました吹田操車場

跡地の一部をＪＲ西日本が鉄道用地とし

て使用していることに伴います土地貸付

収入でございます。

　歳出でございますが、摂津市一般会計

歳入歳出決算書の１６２ページをお開き

願います。事務報告書につきましては、

２０５ページから記載いたしております

ので、ご参照願います。
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　款７、土木費、項４、都市計画費、目

２、街路事業費では、執行率８３．４％

でございます。詳細につきましては、決

算概要１２８ページから記載いたしてお

りますので、ご参照願います。

　節９、旅費は、吹田操車場跡地まちづ

くり事業に係ります普通旅費でございま

す。

　節１１、需用費は、阪急正雀駅前地区

整備支援事業に係ります消耗品及び阪急

京都線連続立体交差事業、阪急正雀駅前

地区整備支援事業及び吹田操車場跡地ま

ちづくり事業に係ります印刷製本費でご

ざいます。

　節１３、委託料は、吹田操車場跡地利

用検討業務委託料と連続立体交差事業調

査委託料でございます。

　節１９、負担金、補助金及び交付金は、

大阪府連続立体交差事業協議会負担金と

連続立体交差事業調査負担金でございま

す。

　このうち、連続立体交差事業調査負担

金は、大阪府が国土交通省より調査の採

択を受け実施いたしております国費補助

調査の摂津市負担金でございます。

　また、繰越明許費は、吹田操車場跡地

土地区画整理事業に係る国の土地再生補

助金に対する負担金を次年度に繰越いた

したものでございます。

　１６４ページ、目６、再開発事業では、

執行率７１．９％でございます。詳細に

つきましては、決算概要１３０ページに

記載いたしておりますので、ご参照をお

願いします。

　節９、旅費は、普通旅費でございます。

　節１１、需用費は印刷製本費でござい

ます。

　目７、南千里丘まちづくり事業費では、

執行率５９．６％でございます。詳細に

つきましては、決算概要１３２ページに

記載いたしておりますので、ご参照願い

ます。

　節１、報酬は嘱託員報酬でございます。

　節７、賃金は、非常勤職員等賃金でご

ざいます。

　節９、旅費は普通旅費でございます。

　節１１、需用費は消耗品費及び印刷製

本費でございます。

　１６６ページ、節１３、委託料は、ま

ちづくり整備調査委託料と法律アドバイ

ザー委託料でございます。委託料につき

ましては、１，１７０万４，７２１円を

翌年度へ継続費逓次繰越を行っておりま

す。

　節１４、使用料及び賃借料は、事業に

伴います工事用仮設通路用地等の土地借

り上げ料でございます。使用料及び賃借

料につきましても、９５万２，０００円

を翌年度へ継続費逓次繰越を行っており

ます。

　節１５、工事請負費は、まちづくり整

備工事費でございます。工事請負費につ

きましても、３億６，３５２万８，１０

０円を翌年度へ継続費逓次繰越を行って

おります。

　節１７、公有財産購入費は、自転車駐

車場整備に係る用地の買い戻しを行った

ものでございます。

　節１９、負担金、補助金及び交付金は、

阪急新駅設置負担金と境川周辺整備工事

負担金でございます。負担金、補助金及

び交付金につきましても３億３，８５２

万３，８０５円を翌年度へ継続費逓次繰

越を行っております。

　節２２、補償補てん及び賠償金は、自

転車駐車場整備に係る物件移転補償費で

ございます。

　目８、土地区画整理事業費では、執行

率７９．７％でございます。詳細につき

ましては、決算概要１３２ページに記載
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しておりますので、ご参照願います。

　節８、報償費は、南千里丘まちびらき

式典にかかわる報償金でございます。

　節９、旅費は普通旅費でございます。

旅費につきましては、１０万７，７７０

円を翌年度以降へ継続費逓次繰越を行っ

ております。

　節１１、需用費で、その主なものは、

消耗品費及び印刷製本費でございます。

　節１２、役務費は、南千里丘まちびら

き式典の開催に伴います保険料でござい

ます。

　節１３、委託料は、区画整理整備委託

料のほか２件でございます。委託料につ

きましても、１，８２４万２，３１１円

を翌年度以降へ継続費逓次繰越を行って

おります。

　節１４、使用料及び賃借料は、工事積

算システムの借り上げ料でございます。

　節１５、工事請負費は、区画整理整備

工事でございます。工事請負費につきま

しても、７，９８４万９，０００円を翌

年度以降へ継続費逓次繰越を行っており

ます。

　節１８、備品購入費は、カラープリン

ターを購入したものでございます。備品

購入費につきましても、２３万２，３５

２円を翌年度以降へ継続費逓次繰越を行っ

ております。

　節１９、負担金、補助金及び交付金は、

区画整理整備工事に伴います上水道整備

工事の負担金でございます。負担金、補

助金及び交付金につきましても、４，２

２５万４，４４０円を翌年度以降へ継続

費逓次繰越を行っております。

　以上、認定第１号、平成２１年度摂津

市一般会計歳入歳出決算のうち都市整備

部における内容につきまして、補足説明

とさせていただきます。

○木村勝彦委員長　水田生活環境部長。

○水田生活環境部長　認定第１号、平成

２１年度摂津市一般会計歳入歳出決算の

うち、生活環境部にかかわります部分に

つきまして、主なものについて補足説明

をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、決算書の

５２ページをご参照願います。

　款１６、財産収入、項１、財産運用収

入、目１、財産貸付収入、節１、土地建

物貸付収入は、摂津警察署に隣接した用

地の一部を三井不動産レジデンシャルが

モデルルームに使用している土地貸付収

入でございます。

　次に、歳出でございますが、決算書の

９０ページ、概要では６２ページ、併せ

まして事務報告書の１５ページをご参照

願います。

　款２、総務費、項１、総務管理費、目

１５、コミュニティプラザ費では、南千

里丘まちづくり事業の協力者であります

ジェイ・エス・ビーが、平成２１年６月

に複合施設の建設工事に着手され、翌２

２年６月に竣工、７月に開設いたしまし

た。工事の進捗に合わせて市の整備に要

した経費でございます。

　そのうち、報償費はまちづくりアドバ

イザーへの報償金でございます。委託料

では、事業推進に発生する課題に対して

の弁護士への法律アドバイザー委託料の

ほか、コミュニティプラザ、男女共同参

画センター及び保健センターの業務遂行

に必要な設備、備品の調整業務の委託料、

複合施設全体の電話及びネット回線の整

備に係る構築委託料などでございます。

　工事請負費は、コンベンションホール

の照明及び舞台設備、防犯カメラ設備の

工事を発注いたしましたが、年度をまた

ぐ工程の調整から、予算全額１億８２６

万３，０００円を翌年度に明許繰越を行

いました。
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　また、備品購入費につきましては、業

務放送設備、電動ロールスクリーンなど、

１，３９６万１，１８７円を執行し、残

額１億３，６０３万８，８１３円を翌年

度に明許繰越を行いました。

　繰越計算書は、決算概要の３４ページ

をご参照いただきますよう、お願い申し

上げます。

　以上、決算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

○木村勝彦委員長　説明が終わりました。

　質問をされる方は、ページ数、項目別

に示して質問をしてもらいますようにお

願いしておきます。

　弘委員。

○弘豊委員　それでは、質問をさせてい

ただきます。

　最初に、この間、進めてこられた南千

里丘や吹田操車場跡地のまちづくりにつ

いてですけれども、これについては市民

の皆さんが納得のいく議論や説明も十分

あって今に至っているかといえば、必ず

しもそうでないかというふうに思ってい

ます。賛成の方もいれば、そうでない方

もいる。

　そういう状況の中で、旬を逃すわけに

はいかないというようなこと、また、時

期を逃せば取り返しがつかないというよ

うなことで進められているというふうに

認識しておりますけれども、現時点で、

さまざまな意見を持った方の声もきちん

と酌み取って、まちづくりに生かしていっ

てほしいと。そういう立場から、この決

算審査の中でも質問をさせていただきた

いというふうに思っていますので、よろ

しくお願いいたします。

　最初に、阪急正雀駅前の地区整備支援

事業、これは予算で３万５，０００円、

執行が２万１，３９２円というようなこ

とになっておりますけれども、この中身

について。

　また、千里丘西地区、こちらも市街地

再開発支援事業、予算は１万６，０００

円で、執行は１万１，４９７円となって

いますが、これも中身について聞かせて

いただきたいというふうに思います。

　吹田操車場跡地のまちづくり事業にか

かわってですけれども、ここでは都市再

生補助負担金、この１，５５４万円は未

執行で次年度に繰越というふうなことに

なっていますけれども、これは事業がい

ろいろと、文化財の試掘等の経過でおく

れている。そういったことによるものか

なというふうにも思うわけでありますけ

れども、こうした分での影響と今後の見

通しについて、少し聞かせていただきた

いというふうに思います。

　最後、南千里丘のまちづくり事業にか

かわってでありますけれども、この分で

は、今年の３月に駅が開業というような

ことでありましたが、境川の親水化、工

事等々が少しおくれたというような経過

もあったかというふうに思います。そう

した分の影響、予算執行にかかわって、

そういう分の影響があったのかどうか。

　また、コミュニティプラザの複合施設

になりますけれども、これについては、

この決算のところでは直接の施設の建設

については上がってこなくて、これは寄

附ということでいただいているわけです

けれども、コミュニティプラザの利用に

かかわって、今、７月オープンでずっと

利用がされていっているわけですけども、

さまざまな声を出されています。使い勝

手についての声が多いです。

　こういうことで利用したいといったと

きに、なかなかそういう用途では使えま

せん、みたいなことにもなっていってい

ること、橋本課長は、たくさん聞いては

ることがあるというふうに思うわけです
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けれども。

　そうしたこと、寄附で何十億円という

施設をいただいて、その分が市民にとっ

て本当にいいものに今後していかないと

いけないというふうに思っているわけで

すけれども、現状についての認識です。

現状についてどのように受けとめておら

れるのか、この点についてお聞きしてお

きたいというふうに思います。

　あと、南千里丘にかかわって、ちょっ

と周辺の影響で、これもお聞きしたいと

思うんですけれども、坪井踏切の安全対

策の関係です。

　一般質問等の中でも、また、この間の

駅前等再開発特別委員会の中でもさまざ

まな改善の報告は聞いておりますけれど

も、やはり交通事情の点では大分変わっ

ているなというふうに思っております。

　私も、近隣の方からお話を聞くわけで

すけれども、産業道路踏切が随分と混む

と、そこを通らないようにということで

坪井踏切のほうに迂回していると、そう

いう方の声も直接聞きました。千里丘グ

ランドハイツにお住いの方が、茨木の島

の方面に向かうにしても、朝の通勤で、

毎日、車で出ておられるそうですけれど

も、やはり坪井のほうからぐるっと迂回

していくというようなことで、通勤の時

間を短縮させているというふうなことも

ありました。

　また、今、工事の関係等々で随分と歩

道が狭くなっている部分もあったりしま

すし、今後の改善点、工事が終わればも

う少し見通しもよくなるのか、また入居

が始まれば交通事情が変わっていくとい

うふうに思います。この時点での答弁は

難しいかもしれませんけれども、ちょっ

と認識を聞かせていただきたいというふ

うに思います。

　あわせて、今、建っている駅前のＡ街

区のマンション、ここについてですけど

も、入居は次の年度末になるかというふ

うに思うんですけれども、来年からはそ

こに入居された方、通学区域ということ

では第一中学校、摂津小学校へ通ってい

くというふうになっているかというふう

に思います。

　この間、児童数の増加で学校は耐えら

れるのかなというふうな、そういう議論

もあったかというふうに思うんですけれ

ども、その中で入居者数の推移はなかな

かはかれないというふうな、そんなこと

も議論の中ではあったのかなというふう

に思っています。

　ちょうど、私、きょう新聞折り込みで、

また、この南千里丘パークシティ、この

広告が入っていたんですけれども、ここ

では入居者、選んだ方の声とかというふ

うなことで記事に載っているんです。

　そうしましたら、２０代、３０代の若

い世代が５件載っている中で４件、そう

いう方の声です。また、６３歳の方は、

３世代で住めていいと思ってというふう

なこと、どこの世帯も大体子どものいらっ

しゃるところ、これから子どもを産もう

かなというふうな、そういう方が入居さ

れているのかなと。広告に、こういうの

を載せているというようなことは、そう

いった世代をターゲットにしているのか

なというふうにも感じるわけであります

けれども。

　今後、子どもが、今でも摂津小学校な

んかでは摂津市の中では一番多くて教室

が足りるのかなというふうなこととか、

実際、今、小学校へ通わせている方の親

からも心配の声とかも聞いたりしますが、

年度が始まって教室が足りないですとい

うようなことにはならないように、ぜひ

ともその辺は注意してもらわないといけ

ないと思っていますけれども、その辺に
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ついてのこの間の議論ですか、中でどの

ように検討されているのかについて聞き

たいというふうに思います。

○木村勝彦委員長　弘委員、冒頭に申し

上げたように、予算の執行に対する決算

の審査をしていますので、今後の運用面

とか使用面等の問題については、ちょっ

と決算から離れますので、その辺は担当

者のほうで考慮して答弁をしてください。

　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　それでは、

正雀と千里丘西地区整備支援事業予算の

執行状況の中身についてのご質問につい

て、ご答弁をさせていただきます。

　正雀につきましては、昨年も正雀まち

づくりのワークショップをさせていただ

きました。その中での資料作成費等に使

用させていただいた費用でございます。

　千里丘西につきましては、昨年も役員

会を開催させていただいております。そ

の役員会での資料作成及び大阪府と毎年

再開発についてはヒアリングをやってお

りまして、その交通費でございます。

○木村勝彦委員長　西川参事。

○西川都市計画課参事　弘委員ご質問に

ついて、南千里丘に関しましてご答弁を

させていただきます。

　まず、１点目の境川の工事がおくれた。

それについての影響についてご質問でし

たが、境川に関連する工事としまして、

境川の整備工事とそれから境川の植栽工

事がございます。

　境川の整備工事におきましては、当初、

境川整備自体は３月１４日の駅開業に合

わせて完成したいという計画でありまし

たが、駅前からの搬入路の輻輳するほか

の搬入路等が利用できないということで、

５月竣工しました、それ以降に、植栽工

事を実施いたしまして、７月のコミュニ

ティプラザのオープンに合わせて、せせ

らぎ水路自体をオープンしたという状況

になっています。

　遅れたことについての影響は、予算執

行のほうはおくれておりますが、その他

の事業については、それに影響しない形

で進めております。

　それから、南千里丘周辺の坪井踏切の

安全対策につきましては、以前から周辺

の方から安全対策についてご要望をいた

だいております。その中で、さまざまな

検討をいたしておりました。地下道の設

置については、なかなか周辺にスロープ

の設置などができないということで、実

施することには至っておりません。

　また、実際に実施いたしました安全対

策としましては坪井踏切の大阪方、庄屋

側の軌道部分を一部カットし自動車等の

庄屋側からの左折を円滑にする工事を実

施しております。

　また、今年度事業としましては、千里

丘東４丁目側の歩道のたまりを拡幅する

工事、これを今後発注していきますので、

今年度中の完成を予定しております。

　また、第一中学校付近の歩道部分の安

全対策につきましては、先ほど弘委員か

らもございましたように、今現在、三井

不動産の共同住宅の仮囲い等が歩道を占

用しておりますので、非常に見通しの悪

い状況にはなっておりますが、今年度の

春に、三井不動産の共同住宅が完成する

ことによりまして、歩道幅員も拡幅にな

り、安全対策も向上することと考えてお

ります。

　続きまして、Ａ街区マンションの、三

井不動産のこれからの入居状況等の情報

につきましては、来年の３月に実際に入

居されていくようなことを聞いておりま

す。また、入居手続におきましては、こ

の前も市民課のほうと手続に混乱がない

ように協議を行っておりますが、実際の
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児童数につきましては、さほど大きな問

題はないようなことをちょっと聞いてお

ります。

○木村勝彦委員長　磯崎参事。

○磯崎まちづくり支援課参事　吹田操車

場跡地の都市再生区画整理補助の繰越に

関しまして、その影響と今後の見通しに

ついてご答弁させていただきたいと思い

ます。

　平成２１年度の、都市再生区画整理補

助におきます工事につきましては、岸辺

駅前での整備工事を予定しておりました。

しかし、未確認の支障物件が出てきたと

いうことで、繰越を行ったものでござい

ます。今回の繰越に関しましては、平成

２７年度までの全体事業としては大きな

影響はないと考えております。

　今後、全体事業のスケジュールを主に

工事工程を考えながらフォローアップで

きるものと考えておりますので、工事工

程を考えながら今回の繰越の影響は解消

できるものと考えております。

○木村勝彦委員長　橋本課長。

○橋本市民活動支援課長　それでは、コ

ミュニティプラザの利用状況についてで

ございますが、南千里丘のまちづくりを

進める中で、関係者の非常に甚大な努力

によって建設された施設でございます。

オープンいたしまして、市民の期待とい

うのは、福祉会館の建て替えというニー

ズの部分も強うございます。体育館等の

利用も含めた利用形態も要望されること

がございます。

　それに対しまして、施設の構造上の問

題等もあります。また、音の問題等ござ

います部分については、文化ホール等、

各施設の有効な利用を求めているのが今

の現状でございます。

○木村勝彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　そうしましたら、２回目の

質問になりますが、今のお話を聞いてい

る中でも、正雀の駅前地区の整備、ワー

クショップで会合も開かれている、また

千里丘西地区も若干動きがあるというよ

うなことですけれども、全体の予算のと

きに南千里丘の大きな動きの中では、本

当にこれまで長年の課題になっている部

分の領域は取り残されている感というの

はやはりあるのかなというふうに、これ

は率直に感じざるを得ないわけなんです

けれども、それと、あわせて総合計画が

来年度から第４次ということで出発する

わけですけれども、そこの計画の中で、

１０年後を見通したときにも、なかなか

見通しが持てないような、そういう状況

になってないかなというふうなこと、こ

れは強く感じるわけです。

　南千里丘に、新しい阪急の摂津市駅が

できるけれども、市長もこの間、このこ

とについては、それが正雀や千里丘、摂

津市内全体にいい影響を及ぼすようにと

いうようなことは言ってるわけですけれ

ども、実態として本当にそうなっている

のかなというふうなことについては、引

き続き検証もしていく必要があるという

ふうに思っております。

　ぜひ、予算的な面では大きな予算もか

かる、阪急正雀駅につきましては駅前の

道路用地の買い取り等々は行っていくと

いうことでありますし、ＪＲ千里丘駅西

地区につきましても、今、鋭意それぞれ

地権者の方とのやりとりも進めていると

いうふうには認識してますけれども、こ

の点について、しっかり取り組んでいた

だきたいというふうに思っております。

　あと、南千里丘にかかわってですけれ

ども、先ほど橋本課長が言われたコミュ

ニティプラザの施設の利用状況について

でありますけれども、やっぱり福祉会館

で以前に使っていたときのこと、また、
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南千里丘のまちづくり、市民懇談会、ワー

クショップ等々で、いろいろと議論をし

てきた方たちの期待に沿うものに、なり

切れてないというふうなことにつきまし

ては、どうしてそうなってしまったのか

というふうなことはしっかり見ておかな

いといけないというふうに思います。

　施設の建屋そのものが寄附だから仕方

がないみたいな、そういうふうなあきら

めの声みたいなことも、一部市民の皆さ

んの中では言われたりもしてますけれど

も、それでいいというふうにはもちろん

思わないわけであります。

　その利用につきまして、やっぱり、も

ちろん要望、市民の方が求める使い道に

対してこたえられる部分、こたえられな

い部分、それは物理的な事情も含めてあ

るかもしれませんけれども、できるだけ

の改善をこれからの部分でとっていって

いただきたいというふうなことを思いま

す。

　例えば、これは館内のことからちょっ

と外れますけれども、駅前、そのコミュ

ニティプラザの前にロータリー、駅前広

場がありますけれども、そこにベンチが

ないとか、そういうようなことで、ぜひ

バス停にベンチをつくってほしいとか、

そういうことなんかでしたらこたえられ

る部分かなというふうにも思いますし、

また、その利用の中で、防音がきちんと

整ってないから、いろいろと音楽の教室

でありますとかが、できないというよう

なことでしたら、今すぐできるのかどう

かは厳しいかもしれませんけれども、防

音対策をしっかりと今後取り組んでいく

ような、そういうことについても検討は

していかないといけないんではないかと

いうふうにも思いますが、そうした点に

ついて、よろしくお願いしたいというふ

うに思っております。

　あと、境川の関係では、整備と植栽等

というようなことで、それぞれ詰めてこ

られたわけですけれども、ここについて

も、工事を急いでやったからそうなって

しまったかといったら、そうではないと

思うんで、設計の面で不具合があったの

かと思うんですけれども。

　最近、あそこのせせらぎ緑道を、私も

ほぼ毎日あそこは通るんですけれども、

そうしましたら、川の上を丸いデッキみ

たいな形がある部分があります。そこの

真ん中に正方形の穴があって、そこは穴

から下をのぞけるような、そういう構造

でつくられていたわけですけれども、最

近になって、そこにカバーをして穴をふ

さぐと。だれか落ちたんですかというよ

うなことを聞いたら、落ちるかもしれな

いから危ないから閉めましたということ

でね、こういうことをお聞きしました。

　そんなできてからしか、そういうよう

なことがわからないのかなとかというよ

うなことも随分疑問に感じましたし、そ

れについては、どうしてそうなるのかな

というようなことも思います。

　また、憩いの場として、設けられてい

るわけですけれども、ちょっと座ってく

つろげるようなベンチは一つもありませ

ん。その点について、近隣の方から、や

はりお年寄りの方も多いし、ベンチは置

くべきじゃないかというようなことも、

声を聞きました。学生の方なんでしたら、

階段のところに、地べたに座ってという

ような光景も見かけることもあります。

この点については、これも改善をお願い

したいというふうに思います。

　あと、坪井踏切の安全対策も、今後も

ひとつ取り組んでいただきたい。

　また、児童数については、またこれも

今後についてというふうなことになりま

すので、先ほども申し上げましたように、
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しっかりと年度が変わったときに、気が

ついたら教室数が足りないというような

こと。これから小学校もさらなる少人数

学級というようなことで、厚生労働省も

動いていくような、そういうふうな状況

もありますので、その辺もしっかり見て

計画のほうも進めていただきたいなとい

うふうに思っております。

　要望ばかりになりましたが、以上で質

問を終わります。

○木村勝彦委員長　橋本課長。

○橋本市民活動支援課長　コミュニティ

プラザのコンベンションホールの利用に

ついて、特に市民の皆さんに十分な案内

ができておらないのも今の状態かと思い

ます。

　当初、協議の中では、市として大会議

室的なホールの利用という機能を選択し

ております。音が出る本格的な催し物等

については、文化ホールでの使用という

こともすみ分けをする方向で進めてまい

りました。

　ですので、今後とも、ホール等の利用

に関して、また、コミュニティプラザの

利用に関して、市民の皆さんに適切な案

内をしていけるように努めてまいります。

○木村勝彦委員長　弘委員、おおむね意

見が多いんですけれども、決算委員会で

すので、意見はまた予算委員会のとき等

に回して下さい。

　弘委員。

○弘豊委員　はい、わかりました。

○木村勝彦委員長　大澤議員。

○大澤千恵子委員　早速、質問のほうに

入らせていただきたいと思います。

　まず、一つ目は、一般会計歳入歳出決

算書の方のＰ９０、款１５のコミュニティ

プラザ費の中の、まず一つは、市民活動

支援体制推進委託料というところでござ

います。この市民活動支援体制推進委託

料に関しましては、決算概要等を見ます

と、１０月から３月の間に行っていると。

　そういうことでございますけれども、

まずこの期間、１９７万４,０００円の

執行がございますが、何を行ったのか教

えていただきたいと思います。

　それから、続きまして、決算概要の１

３２ページの款７、土木費、都市計画費、

南千里丘まちづくり事業費の土地の購入

費でございますけども、この土地購入費

は何に使用したのか教えていただきたい

なというふうに思います。この土地の購

入費、それをまず一つお願いします。

　それと、その中にあります境川の周辺

整備の工事負担金、これを約５億円から

３億７，０００万円ということで、残額

が約１億３，０００万円、この１億３，

０００万円を残した理由を説明していた

だきたいと思います。

○木村勝彦委員長　橋本課長。

○橋本市民活動支援課長　それでは、市

民活動支援体制推進委託料に関しまして、

ご答弁を申し上げます。

　コミュニティプラザを市民活動の拠点

として支援体制を整えていくために、市

内既存団体の現状やニーズの把握を行い、

あわせて支援ツールとしてのインターネッ

トを通じた情報発信などに関する関心な

どに対してアンケート調査を実施いたし

ました。

　このアンケート調査の対象でございま

すが、男女共同参画センター及び、公民

館の登録団体、ボランティアセンターの

登録団体、市内に事務所を置くＮＰＯ、

育児グループ、障害者支援グループなど、

３４１団体で調査を依頼しまして、２１

９団体から回答がありました。回収率と

しまして、６４．２％でございます。

　結果につきましての対応ですが、関係

機関に配布いたしまして、市民活動支援
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体制の構築に向けての今後の基礎資料と

する予定でございます。

○木村勝彦委員長　西川参事。

○西川都市計画課参事　大澤委員のご質

問に対して、答弁いたします。

　第１点目の、公有財産購入費について

何に使ったのかということですが、今回、

土地を購入いたしましたのは、摂津市駅

の北側の駐輪場用地としまして、駐輪場

を整備するために土地を購入いたしたも

のでございます。

　それから、２点目の境川の負担金につ

きましては、１級河川境川環境整備事業

につきましては、大阪府に委託しており

ます境川のボックス化工事、約２６０メー

ター、ボックス口径が４，０００掛ける

４，３００のボックスを入れる工事につ

きまして負担金を支払っている工事にな

ります。

　工事計画段階においては、５億円の事

業費を計上しておりましたが、設計に当

たりましては、境川開口部、今、オープ

ンになっている部分、そちらの方につき

ましては、河川の構造上、延長ができな

いということで、延長の減がございまし

て、今回、１億５，０００万円の減額と

なっております。

○木村勝彦委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　そうしましたら、市

民活動支援体制推進委託料に関しまして、

約３４１団体、調査をしたということで、

この調査料が１９７万４，０００円とい

うことでしょうか。１９７万４，０００

円、アンケート調査だけで１９７万４，

０００円の金額がまずかかるのかどうか

というところも教えていただきたいなと

いうふうに思います。

　それと、２番目の土地の購入費、これ

に関しまして、この部分の駐輪場の土地

部分というのは、福祉会館の代替地とい

うことで、このコミュニティプラザ部分

の土地の面積、そこには含まれていない

のかということをちょっと教えていただ

きたいと思います。

　それに関連しまして、代替地のほうの

解体撤去工事が２億８，０００万円とい

うふうに、事務報告書のほうに当初請負

額として書かれておりますけども、この

解体費用を、通常代替地になったときに

解体費用を市が持つものなのかどうかと

いうところもちょっと教えていただきた

いと思います。

　それと、境川の周辺整備の工事負担金

に関しまして、５億円から３億円という

ことで延長ができなかったという理由で

ございますけれども、当初からその延長

の部分に関しては想定していなかったの

か、それとも、そのあたりの計画に関し

てどういうふうに進めてこられたのか、

教えていただきたいと思います。

　そして、境川周辺整備の工事に関しま

して、これは事務報告書のほうに、たく

さんの入札の業者が一覧で見れることが

できるんですけども、この事業に関しま

して、一つ、あわせてお聞きしたいのが、

植栽工事の部分で何社か工事をされてお

りますけれども、あの境川の植栽工事の

土を見ますと、非常に石がたくさん入っ

てまして、どう見ても植栽を、植えるよ

うな土を敷いているとは思えないんです

けれども、そのあたりの工事をどういう

ふうに分担してされたのか、そのあたり

もちょっとあわせてお聞きしたいと思い

ます。

○木村勝彦委員長　橋本課長。

○橋本市民活動支援課長　委託業務の内

容と金額等の関係でございますが、まず、

この委託業務につきましては、大阪府の

緊急雇用創出基金事業の補助を全額受け

て実施したものでございます。
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　といいますのは、その中で事業の７割

以上が人件費であることが、まずもって

その補助事業の中身でございます。実際

に業務を進行するに当たりまして、管理

員１名、作業員２名の合計３名。そのう

ちの新規雇用の失業者の方を２名雇用す

ることが中に含まれている事業でござい

ます。

　業務内容といたしましては、先ほどの

アンケート調査、調査の分析等々を行う

ものでございます。

○木村勝彦委員長　西川参事。

○西川都市計画課参事　大澤委員ご質問

について、ご答弁をさせていただきます。

　まず、第１点目の、駐輪場用地につき

まして、福祉会館の交換用地に含まれな

いのかにつきましてですが、駐輪場用地

につきましては、福祉会館の交換用地に

含まれておりません。ですので、別で財

産購入を行ったということです。

　２点目の、福祉会館の解体工事の工事

を発注しておりますが、それにつきまし

て、交換の条件としては解体まで含まれ

るのかにつきましては、当初、地権者と

の契約の中においては更地でお渡しする

という条件が入っておりましたので、交

換費用には含まれておりませんので、本

市において福祉会館の解体工事を行った

ということでございます。

　次に、３点目、境川のボックス化工事

の延長が短くなったということですが、

当初、大阪府との、３２０メーターのボッ

クス化を予定する協定を結びました。

　その後、大阪府との協議、大阪府自身

が詳細設計を実施された中では、どうし

ても川が屈曲しているということで、２

６０メーターの施工延長になったしまっ

たというものでございます。

　それから、次に、境川のせせらぎに入っ

ております土砂についてでございますが、

境川のせせらぎ水路につきましては、せ

せらぎ水路整備工事におきまして、現場

で発生した流用土等を最大限利用し、せ

せらぎ水路周辺の緑地を築造しています。

　また、その後の植栽工事におきまして

は、植栽が多く植えられている周辺につ

きましては、根巻きの大きさに合わせて

土壌改良剤を入れて、植栽の育成を促進

するように工事を実施しております。

○木村勝彦委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　市民活動支援体制推

進委託料のほうは、わかりました。あり

がとうございました。

　土地の購入費ということで、この駐輪

場の位置が、多分、ここの部分の土地の

購入費のどこの駐輪場のことを指してい

るのか、もう一度、再度ご確認させてい

ただきたいということと、それから、実

際に福祉会館の代替地のこの２億８，０

００万円の撤去工事とあわせて代替地、

教えてもらいたいんですけど、この代替

地の工事の費用、解体工事と、それから

土地の値段と、それからコミュニティプ

ラザのほうの用地の金額を、どちらも教

えていただけたらと思います。

　それに対して、多分駅前のほうが土地

の値段が高いということで、その代替地

という部分で面積が違うとは思うんです

けども、実際にその金額を教えていただ

きたいと思います。

　それから、境川のほうなんですけれど

も、改良剤を入れているということです

けれども、実際、先ほど弘委員もおっしゃっ

たように、あそこを歩く機会が多いので、

見ておりますと、非常に草木が枯れてい

るような状態でありまして、建設自体の

設計が、ちょうど雨が降ると全部土が流

れていって真ん中に集約してくると。ど

んどんどんどん土が減っていっている状

態になっていると。そこの中で、下から
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はどんどん石が見えてきている状態の中

で、これを設計をどこがされているのか

ちょっとわからないですけども、そういっ

たことを踏まえて、あそこがしっかりと

本当に計画されていたのかどうかという

ところが疑問なので、そのあたりはどう

いうふうにして設計をされて実際に施工

をされているのかというところもあわせ

て教えていただきたいと思います。

○木村勝彦委員長　西川参事。

○西川都市計画課参事　大澤委員のご質

問にご答弁いたします。

　財産購入を行いました駐輪場用地の場

所についてですが、その場所につきまし

ては、阪急摂津市駅北側の改札口を出た

ところに細長い駐輪場がございます。そ

ちらの用地を購入したということでござ

います。

　それから、先ほどの境川のせせらぎの

植栽に石がまじっていることにつきまし

ては、ご指摘のとおり、今年、かなり晴

天日が続いて植栽の育成が非常に悪くなっ

ております。また、梅雨の時期に、雨で

かなりせせらぎの植栽の表面が流されて、

細かい石が表面上にあらわれてきたとい

う事実も我々知っております。

　今後につきましては、そのような事態

にならないように当初は設計していたの

ですが、流用土の質がどうしても悪かっ

たということで、そういうふうになって

しまったんですが、今後は、維持管理を

行っている公園みどり課と協議を行って

いき、対策を講じていきたいと考えてお

ります。

○木村勝彦委員長　小山都市整備部長。

○小山都市整備部長　それでは、大澤委

員の福祉会館の用地の交換についてのご

質問に対して、ご答弁を申し上げます。

　この用地の交換につきましては、平成

１９年だったと思います。福祉会館が、

まだ建っているときに、ジェイ・エス・

ビーがダイヘンの用地を購入されました。

それで、区画整理事業によって、駅前の

ほうで何とかコミュニティプラザ用地と

して確保したいということで協議をして

きたわけなんですけども、区画整理事業

区域内の中には市の土地が６，０００平

米ほどございましたが、それを駅前に換

地すると用地的には足らないということ

で福祉会館の用地をジェイ・エス・ビー

と交換した中で駅前に確保していきたい

ということで協議してまいりました。

　その面積につきましては、福祉会館用

地を４，９００平方メートル、これは、

今現在、拡幅工事を行っている道路拡幅

分を除いて４，９００平方メートルの市

の福祉会館用地がございましたので、ジェ

イ・エス・ビーの所有の土地、要するに

ダイヘンの工場が撤去された後の更地化

の用地と等価交換を行っております。

　申しわけないんですが、単価につきま

しては、今、資料がございませんので、

単価については、今、ご答弁申し上げら

れませんですけれども、これにつきまし

ては、鑑定評価をとって、それに合う、

要するに等価となる面積をジェイ・エス・

ビーと交換して、市の用地を区画整理事

業区域内に確保する。それを区画整理手

法の換地手法によって駅前に換地したと

いうことで、コミュニティプラザの用地

が生まれたということです。

　申しわけないんですけど、単価につい

ては、今、この場に持ち合わせておらな

いので、もし後でよければ報告させてい

ただきたいと思います。

　境川駐輪場の用地の場所につきまして

は、これは阪急の軌道敷よりも北側でご

ざいます。福祉会館の用地は、先ほども

申しましたように、ダイヘンの用地の中

で交換いたしましたので、その部分に含

－13－



まれておらないので、新たに買収をさせ

ていただいたということになっておりま

す。

○木村勝彦委員長　大澤委員、単価につ

いては後ほどまた資料として出してもら

いますけれども、等価交換の話は、行政

のほうから、ちゃんと我々説明を聞いて

いますし、あと単価の問題は、後で資料

で示してもらうということでご理解願い

たいと思います。

　それと、駐輪場の問題は、これは駅前

等再開発特別委員会で現場視察したとき

に担当から我々も説明を受けております

し、その辺も踏まえて質問があるようで

したら再度質問してください。

　大澤委員。

○大澤千恵子委員　はい、わかりました。

単価については後ほど資料として提出し

ていただきたいと思います。

　先ほどの境川の件なんですけれども、

この境川の件に関しまして、先ほど設計

と現場の施工という部分で、どういうふ

うに調整をとってたのかという一つの例

としまして、今、境川のせせらぎの中に

入っているチップの構造、この構造自体

に非常に、私も構造のほうを拝見させて

いただきましたけれども、これも非常に、

とりあえず急ぎでやったのか、このチッ

プの効果が余り出ていないような構造に

なっております。

　こういったことも踏まえて、境川に関

して今後の維持管理の部分で、公園みど

り課と協議なさるということでございま

すので、この場では要望になってしまい

ますけれども、そういったところを、今

後、あの境川を有効に利用できるように

考えていただきたいなというふうに思っ

ております。

○木村勝彦委員長　南野委員。

○南野直司委員　私のほうから何点かご

質問をしたいと思います。

　お二人の委員がご質問されまして、そ

れに対しての答弁で、また同じところを

かぶるかもしれませんけども、どうぞよ

ろしくお願いいたします。

　まず、歳入からちょっとお聞きしたい

と思います。

　決算書の３３ページの、電線共同溝整

備工事負担金、２４０万８５０円につい

てでございます。

　この負担金につきましては、南千里丘

土地区画整理事業におきまして、無電柱

化の路線のための共同溝整備であると認

識します。

　また、この工事一部負担金、参加事業

者の一部負担金が発生してきての歳入と

いうことであるんですけども、例えば電

気であったり、電話であったり、以前に

ご答弁をいただいているかもしれません

けども、改めて事業者の内訳について詳

細をお聞かせいただきたいと思います。

　それから、４３ページのまちづくり交

付金、２億５０万円についてでございま

す。

　これは、事業の中身について、交付金

について、答弁がございましたけども、

境川の費用に対する４割程度の補助金も

請求されていたかなと思うんですけども、

その部分、どうなったのか。

　それから、都市再生特別措置法施行規

則の関係ということで書いておりますけ

ども、最終的に２億５０万にまちづくり

交付金がなったという部分です。その詳

細を、中身を教えていただきたいと思い

ます。

　それから、次は決算概要に移らせてい

ただきます。

　６２ページのコミュニティプラザ整備

事業、決算額４，４９１万６，７２４円

についてでございますが、先ほど質問が
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ありまして、ご答弁があったわけですけ

ども、私のほうからは、コミュニティプ

ラザ運営システム構築委託料、それから、

コミュニティプラザ館内通信環境構築委

託料等々です。通信にまつわる部分と思

うんですけども、その中身をお聞きした

いと思います。

　それから、４点目でございます。

　決算概要の１２８ページ、阪急京都線

連続立体交差事業、決算額９８１万７４

円についてでございます。

　連立検討連絡会資料作成、それから協

議会調査費の負担及び実施ということで

ございます。中身について、詳しく教え

ていただきたいなあと思います。

　それから、５点目です。同じく１２８

ページの阪急正雀駅前地区整備支援事業、

決算額２万１，３９２円についてでござ

います。

　ずっと、正雀の駅前地区に関しまして

はワークショップを開催されておられま

して、この平成２１年度につきましては

２月から４月と認識をしておるんですけ

ども、安全マップを作成されて各自治会

にも配布されてということで認識してお

るんですけれども、今後の正雀駅前地区

の懇談会といいますか、ワークショップ

の計画、もしあったらお聞かせいただき

たいと思います。

　それから、六つ目でございます。

　これも同じく１２８ページ、吹田操車

場跡地まちづくり事業、決算額６８万８，

５８５円についてでございます。

　これは、吹田操車場跡地まちづくりに

伴う測量などということで、ここに書い

ておりますけども、これも詳しく中身に

ついて教えていただきたいと思います。

○木村勝彦委員長　西川参事。

○西川都市計画課参事　南野委員のご質

問に対する答弁をさせていただきます。

　まず、１点目の電線共同溝の歳入、２

４０万円についての内訳についてでござ

いますが、南千里丘まちづくりにおきま

しては、電柱の無電柱化ということで、

電線共同溝の事業を行っております。

　その工事を行うのに当たりまして通信

関係企業体に電線共同溝の事業に参画す

るかどうかというのを確認をさせていた

だいた結果、４社、関西電力、西日本電

信電話株式会社、ケイオプティコム、ジェ

イコムウエスト、この４社の方のほうか

ら参入という回答がございまして、そち

らのほうに工事費の一部負担をしていた

だくということで、電線共同溝の負担を

いただいております。

　電線共同溝につきましては、歳入とし

まして、平成２０年度、それから平成２

１年度に負担金をいただいておりますが、

平成２０年度につきましては工事費の３

割を前払金といただきまして、２１年度

につきましては、工事の清算にあわせて

残金を各社からいただくという形で歳入

を受けております。

　それが１点と、その次に、まちづくり

交付金につきまして、境川に４割程度交

付されたかどうかにつきましてご答弁を

申し上げます。

　境川のまちづくり交付金につきまして

は、先ほど大阪府に負担金を支払ってお

ります境川のボックス化工事、それから、

先ほどの境川の整備工事につきまして、

おおむね４割程度、交付金の対象として

交付申請をさせていただきます。

　ただ、このまちづくり交付金につきま

しては、その他の工事すべてを補助対象

としまして、最後に４割程度の交付金を

いただくという形になっておりますので、

まだ事業のほうが続いておりますので、

最終４割以下の交付金をいただくことに

なります。
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　それから、まちづくり都市再生特別措

置法につきましてご答弁を申し上げます

と、まちづくり交付金の法律的根拠にな

りますのが都市再生特別措置法でござい

まして、そちらの特別措置法の施行規則

の中に、まちづくり交付金の交付限度額、

先ほど言いました４割程度の限度額の算

出根拠が書いてあります。そちらを算出

した中で、都市再生整備計画というのを

大阪府に提出いたしまして、交付申請を

行っているという状況でございます。

○木村勝彦委員長　橋本課長。

○橋本市民活動支援課長　それでは、委

託料２点につきましてご答弁を申し上げ

ます。

　館内の通信環境構築の委託料でござい

ますが、保健センター等を含むコミュニ

ティプラザ複合施設全体の電話及びイン

ターネット関連の通信システムの構築を

行いました。ネット環境の整備でござい

ますが、ＬＡＮ工事、サーバーの設置、

あわせてパソコンなどのハードの導入を

図りました。

　電話につきましては、回線及び約９０

台の電話を導入いたしております。

　続きまして、コミュニティプラザの運

営システムの構築委託料でございます。

　貸し館の空き情報をインターネットで

公開して、あわせて会議室の予約ができ

るシステムの導入経費でございます。

　コミュニティプラザの利用者の利便性

の向上と効率的な事務、管理を行うため

のインターネットを活用した施設の予約

システムでございまして、現在、本市で

初めてインターネットの予約を始めてお

ります。

　この委託料につきましては、全額、国

の地域活性化・経済危機対策臨時交付金

の補助金を受けております。

○木村勝彦委員長　５点目の概要のほう

のワークショップのことについて、土井

課長。

○土井まちづくり支援課長　正雀のまち

づくりについてのご質問にご答弁をさせ

ていただきます。

　正雀のまちづくりにつきましては、平

成１８年から正雀駅前地区のまちづくり

ワークショップという形で開催させてい

ただいて、現在はメンバーの方々が毎年

テーマを決められて、いろいろ取り組ん

でおられるという形です。

　今までは、地域の正雀ちびっこ広場の

屯所に絵をかかれたり、また、大学のイ

ベントに協力されたり、正雀の安全マッ

プをつくられて、地域の自治会を通して

配布をされている。そういう活動をまち

づくり支援課として支援しているという

のが今の状況です。

　今後につきましても、この活動を続け

ていきたいと考えておりまして、今年の

テーマとしては、今現在は正雀地域を見

直していただこうと、一つは阪急新駅が

できて新たな住民が増えます。そういう

ところに住まわれる方にも正雀を知って

もらいたいというとこから、いろいろア

イデアが出まして、今年につきましては、

南千里丘に住民が住まれるまで時間がか

かるので、まず正雀地域の新しい住民、

また正雀地域に住んでおられる方でも、

なかなか正雀のことを知られない方もお

られるのではないかということで、正雀

周辺の行事、イベント、また正雀をＰＲ

できるようなもの、それらをまとめて、

マップ的なものができないかという形で、

現在も月１回のペースで活動をされてい

る状況でございます。

○木村勝彦委員長　三輪参事。

○三輪都市計画課参事　それでは、連続

立体交差事業に関しますご質問にご答弁

させていただきます。
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　まず、阪急連続立体交差事業の印刷製

本費に当たります内容でございますが、

連立協議会等の資料作成、印刷に係りま

す費用となっております。

　続きまして、連続立体交差事業調査委

託料としまして７３５万円とありますが、

現在、国費調査を行っておりまして、そ

の国費調査のまちづくりに関します委託

料となっております。

　それと、大阪府連立事業協議会負担金

としまして５万６，０００円とあります

けれども、こちらに関しましては、大阪

府が立ち上げております大阪府連続立体

交差事業の会がございまして、大阪府と

連立事業を実施する予定の関係市及び関

係鉄道会社が参画しておる会でございま

す。こちらの会費負担金となっておりま

す。

　こちらに関しましては、事実上、会議

に当たります運営費、会場、会議資料作

成費、それと連続立体事業の実務担当者

が受ける講習会への参加助成、それと大

阪府連続立体交差事業の全体のパンフレッ

トの作成等の費用に充てられております。

　続きまして、連続立体交差事業調査負

担金２４０万でございますが、２４０万

に関しましては、国費調査の全体の３分

１の補助を国のほうから補助をいただい

ておりますが、その国からいただいてお

ります補助額を除く額の３分の２を大阪

府が負担しておりまして、残りの３分の

１を本市で負担するものとなっておりま

す。

○木村勝彦委員長　磯崎参事。

○磯崎まちづくり支援課参事　吹田操車

場跡地のまちづくりに関しましてのご質

問にご答弁をさせていただきます。

　決算額６８万８，５８５円のうち、業

務契約５７万６，４５０円の内訳につい

てお答えさせていただきます。

　吹田操車場跡地に伴います用地測量業

務といたしまして、千里丘ガード付近の

都市計画道路岸部千里丘線の整備に伴い

まして、一部用地買収が必要であります

ことから、そちらの用地測量を行ってお

ります。

　もう一つ、都市計画縦覧図の修正業務

といたしまして、昨年度、用途設計の見

直しを行いましたので、都市計画の縦覧

図の修正を行ったものです。

○木村勝彦委員長　南野委員。

○南野直司委員　１点目の電線共同溝整

備工事負担金についてでございますが、

ご答弁いただきまして、よくわかりまし

た。

　この無電柱化といいますと、本当にい

ろんな利点があると認識しておるんです

けども、一つは電柱や電線類がなくなり

ましたら、道路の見通しが本当によくなっ

て、信号機や道路標識が見やすくなると

か、また、交通の安全性が向上したり、

また歩道が広く使える、また歩行者はも

ちろん、ベビーカーや車いすを利用する

人にも安全で利用しやすい、いわゆるユ

ニバーサルデザインの歩行空間が形成さ

れる等々、あと、台風や地震といった災

害で電柱が倒れたり電線類がたれ下がる

と言った危険がなくなるといった利点が

あるわけですけども、摂津市としてこの

南千里丘まちづくりの基盤整備の中で、

この無電柱化を進められたわけですけど

も、この南千里丘以外にもお聞きをした

いんですけども、今後、この無電柱化と

いうのを、大きな開発があったり小さな

開発があったりすると思うんですけども、

その辺はアピールされていくのか、実施

されていくのか、その辺をお聞きしたい

と思います。

　それから、２点目、まちづくり交付金

に関しまして詳細をご答弁いただきまし
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て、よくわかりました。また、私もちょっ

と勉強をさせていただいて、最終的には

４割弱の交付金ということでご説明いた

だきまして、よくわかりました。ありが

とうございます。

　それから、三つ目のコミュニティプラ

ザ整備事業につきまして、システム構築

の部分で、ご答弁いただいたわけですけ

ども、それから、このコミュニティプラ

ザにおきましては初めてインターネット

を通じて施設を予約ができるようになり

まして、利用者の方が登録するという制

度でやっておられますけども、その運用

面、たくさんの方が登録されているのか

等々、お聞きしたいと思います。

　それから、もう一つは、市のホームペー

ジから市民活動支援課のほうへ行きます

と、南千里丘まちづくりにあわせて阪急

摂津市駅、新駅もあわせて、エコイクプ

ロジェクト委員会というのを、これは摂

津市も入っておられると思うんですけど

も、この南千里丘低炭素型まちづくり協

議会、その中からエコイクプロジェクト

委員会が発足して、エコイクプロジェク

ト委員会が中心となって、環境に優しい

ライフスタイル等々、さまざまな活動や

イベントを開催されておるんですけども、

その委員会について、お聞かせいただき

たいと思います。

　それから、四つ目の、これは阪急京都

線連続立体交差事業の中身について、ご

答弁いただいたわけでございます。よく

わかりました。

　連続立体交差事業に関しましては、市

民の皆様からのさまざまなご要望やお声

もありますし、私も、東正雀に住んでお

りまして、正音寺踏切の問題等々、ご答

弁を見ておりますと、非常に難しいとい

うご答弁があったんですけども、その件

も含めて、国、府に強く働きかけていた

だきまして、一日も早くこの連続立体交

差ができますように推進していただきた

いなと思いますので、よろしくお願いい

たします。これは、要望としておきます。

　それから、五つ目の阪急正雀駅前地区

整備支援事業について中身についてご答

弁をいただきまして、よくわかりました。

　この正雀に関しましては、大学もあり

ますし、学生のメンバーがたくさんいらっ

しゃると思うんです。ワークショップの

中には、学生のメンバーが何人か入って

おられるとは思うんですけども、そのワー

クショップの構成についてお聞かせいた

だきたいなと思います。

　それから、六つ目の吹田操車場跡地ま

ちづくり事業についてご答弁いただきま

して、よくわかりました。

　この吹田操車場跡地まちづくり事業に

関しましては、事業がおくれたり等々で、

さまざまなことがあると思うんです。こ

の貨物駅の開業が、平成２５年春の見込

みとなった。これは、文化財の調査に時

間を要してとのことであったり、また、

摂津市のほうは平成２３年から本格的な

工事着手が可能となって、区画整理事業

全体としては２７年度完成を予定してい

る。それから、防災公園、街区整備事業

については予定どおり、平成２３年度か

ら２６年度の整備予定となっていますと

いうことで、これは議事録も見させてい

ただいたんですけども、市の広報等々で、

もし都市計画課のホームページほうで、

こういう途中経過がわかるような、市民

の方に伝えるという部分、これは要望と

しておきたいんですけども、市民の皆さ

んから進捗状況が分からないという意見

やお声がありますので、新聞等々で報道

はされておりますけども、そういう、完

全に決まってから掲載するのが筋と思う

んですけども、進捗状況ということで、
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その辺のことを市民の方でもわかりやす

く、ホームページであったり、広報とま

でいかないかもしれませんけども、周知

をどうかしていただきたいなと思います。

これは、要望としておきます。

○木村勝彦委員長　西川参事。

○西川都市計画課参事　南野委員の電線

共同溝事業、ここの展開についてという

ことでございましたので、そちらのご質

問について答弁をさせていただきます。

　南千里丘における電線共同溝事業とい

うのは、摂津市で初めて行われている無

電柱化工事でございまして、先ほど南野

委員から説明がございましたように、歩

道幅員が広くなるなど、いろんなメリッ

トがございます。

　この事業につきましては、やはり進め

ていくべきでありまして、吹田操車場跡

地の事業でも電線共同溝、無電柱化とい

うのをされるというのを聞いております

し、他市でも大規模な区画整理事業にお

いては電線共同溝の事業が進められてい

るともお聞きしております。

　ただ、メリットに伴いまして、また、

デメリット部分もございまして、実際に

は、南千里丘におきましては、大規模開

発で事業者が早期に決まっており、引き

込み位置についても計画段階でかなり詳

細に詰められたという部分がございます

が、小規模の開発ですと、やはり引き込

み位置を変えるということになりますと、

地中を掘らなければならない。せっかく

つくった道を掘らなければならないとい

うこともございます。

　それから、その電線共同溝自身も道路

管理者が管理していくということになり

ますが、維持管理費も伴うというデメリッ

トの部分もございますので、小規模開発

工事にはなかなか導入しにくい部分もあ

ると思いますので、また関係道路管理者

と協議を進めていきたいと思っておりま

す。

○木村勝彦委員長　橋本課長。

○橋本市民活動支援課長　それでは、ま

ずインターネットを通じた施設予約の関

係でございます。

　コミュニティプラザは、現在、会議室

につきましては３カ月先、コンベンショ

ンホールにつきましては６カ月先の予約

ができます。既に、登録団体としては２

３０件に及ぶ団体が登録されておりまし

て、希望によりまして、ＩＤ、パスワー

ドを交付しております。

　インターネットを利用できる環境があ

れば、２４時間申し込みできるシステム

でございますが、ただし窓口での予約を

優先して運用しているのが今の状態でご

ざいます。

　続きまして、エコイクプロジェクトの

関係でございます。

　新しいまちの誕生に向けて、エコな心

や活動をみんなで一緒にはぐくもうと、

同委員会が発足をされました。

　メンバーといたしましては、ジェイ・

エス・ビー、阪急電鉄、三井不動産レジ

デンシャル、ユニチカエステートでござ

いまして、これまでに３月の阪急摂津市

駅の開業におけるフェスタの開催など、

民間主導で企画展開されております。

○木村勝彦委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　それでは、

正雀ワークショップの現在参加されてい

る構成メンバーについてというご質問で

すけれども、大体、今現在、１０名弱ぐ

らいのメンバーの方が集まられています。

　今までは、大学でもまちづくりに、い

ろいろと勉強とかゼミのテーマにされた

ところがありまして、ゼミの学生が参加

されたといったこともございました。現

在、学生の参加はここ最近は無い状態に
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なっております。

　参加されておられるメンバーにつきま

しては、自治会とか地域でいろいろと地

域活動に参加されている方が、主なメン

バーになっています。

　メンバーをふやしたいということで、

いろいろ考えているんですけれども、昨

年のマップ作成においても、メンバーだ

けで見るのではなくて、地域に回覧をし

まして、何か危険な所はないですかとい

う形で、地域の自治会にもワークショッ

プの活動ＰＲを兼ねて回覧をさせてもらっ

ているとか、また、できた物のを配布す

ることによって、ワークショップとして

こんな活動をしてますよというＰＲも兼

ねて、できるだけワークショップの存在

をＰＲし、参加を促していきたいと考え

ております。

○木村勝彦委員長　南野委員。

○南野直司委員　ありがとうございます。

　最後はすべて要望としておきたいと思

います。

　初めの電線共同溝整備事業について、

それから、その中での話でございます。

ご答弁いただきまして、よくわかりまし

た。

　今後におきまして、大きな開発だけが

共同溝設置ということでございますけど

も、今後、そういった、厳しいかもしれ

ませんけど、景観の部分からもいろんな

利点があって、先ほどデメリットもある

ということでご答弁をいただいたんです

けども、さらに進めていっていただきま

すよう、これは要望としておきます。

　それから、コミュニティプラザ整備事

業について、インターネットでの予約の

部分、それからエコイクプロジェクト委

員会、ご答弁いただいたんですけども、

このコミュニティプラザはインターネッ

トの予約ができるということであります。

これは、ほかの施設等々、公共施設にな

りますけども、さらに摂津市の公共施設

が、そのようなインターネットを通じて

予約できるように、これは要望としてお

きます。

　また、このエコイクプロジェクト委員

会等々、取り組みされておるんですけど

も、摂津市駅、またコミュニティプラザ

で環境に優しいまちづくりというテーマ

で、ほかのテーマもありますけども、一

つは進んできて、完成して、全国に発信

できるようなそういった体制を作る、そ

ういうこともしていただきたいなと思い

ます。

　それから、摂津市の各小学校の児童が、

南千里丘に来て見学できるような境川せ

せらぎ緑道があったり、コミュニティプ

ラザであったり、摂津市駅であったり、

そういう体制の構築を僕は望んでいるわ

けでありますので、どうかその辺を視野

に入れて、今後、検討していただきます

ようによろしくお願いをいたします。

　それから、阪急正雀駅前地区の整備事

業の中でのこのワークショップのメンバー

ということで、ご答弁いただいたわけで

すけども、やっぱり大学が多くて、摂津

市は学生のまちかなと僕は思っておりま

す。商店街や地域の自治会の方はもちろ

んですけども、学生がやっぱり中に入っ

ていただいて、今後またワークショップ

等々、展開していただければ、いろんな

意見も出てくるのかなと思います。さら

に正雀地区が商店街も含めて発展してい

きますように、今後またワークショップ、

開催をしていただきたいと思いますので、

よろしくお願いをいたします。

○木村勝彦委員長　先ほどの共同溝の答

弁で、今後、吹田操車場跡地もという話

があったんですけども、もう既に府道十

三高槻線の正雀工区は一部地中共同溝と
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いうことに取り組まれておりますので、

先般も質疑あったように、生活道路、幹

線道路についても工事は進めていくとい

うこともありますし、例えば、大阪・高

槻間の各工事の際のそういう共同溝の取

り組みをしてもらうというようなことも

あわせて、今後の取り組みとして考えて

もらいたいと思います。

　三好委員。

○三好義治委員　それでは、７点にわたっ

て質問させていただきたいと思いますが、

まず１点目は決算書、１６７ページで、

事務報告書では１５ページになるんです

が、コミュニティプラザ建設に当たりま

して、法律アドバイザー業務を今回、宮

崎綜合法律事務所に委託をされていると

いうことで、摂津市の顧問弁護士も同じ

く宮崎綜合法律事務所でございます。そ

の宮崎綜合法律事務所が顧問弁護士とい

う位置づけの中で、新たな事業に対して、

なぜこういったアドバイザー契約を結ば

なければならなかったかという点と、こ

のアドバイザー契約を結んだ中で、どの

ような相談内容が重要視されたのかとい

う点についてお聞かせいただきたいと思

います。

　続きまして、事務報告書の２０７ペー

ジで、今回見てますと、この駅前等再開

発特別委員会にかかわる予算というのが、

歳入では約２億１，４００万円です。歳

出では２８億５，６００万円、歳出が金

額的には非常に大きいです。それにかか

わる点の中で工事概要を見させていただ

きまして、気になる点を質問させていた

だきますが、２０７ページで旧総合福祉

会館、市民体育館等解体撤去ガス設備工

事が７２１万５，６００円で決算額が上

がっております。この工事につきまして

は、もともと平成２０年の１２月２６日

から平成２１年６月３０日がもともとの

平成２０年の事務報告書の中で示された

工期でございました。これを見ますと、

平成２２年３月１５日まで工期延長がな

されております。こういった工期延長が

なされたのがまずなぜかという点につい

て、１点お聞かせいただきたいのと、こ

ういった工事に関しましては、公共工事

の前金払に関する規則、摂津市はそうい

う規則があるわけです。１件５００万円

超えた場合には、約３０％を超えない前

金を支払わなければならないという規則

があるんですが、今回、この決算概要を

見ますと、全額が平成２１年度に執行さ

れている状況になっております。工事発

注については、平成２０年１２月２６日

だというふうに思っているんですが、こ

の点についてお聞かせいただきたいとい

うふうに思います。

　それから、２０８ページで、南千里丘

まちづくり事業学園町中央線道路築造工

事、並びに（その２）の工事があるんで

すが、これも不思議と発注が平成２２年

３月２６日に両方とも発注されておりま

す。３月２６日というのは、３月３１日

で予算を締める時期でございます。工期

を見ますと、１０月２９日、まさに今日

になっておりますが、今現在でも、昨日

も現場を確認に行ってきたんですが、ま

だ工事の完成が見込めてないような状況

でもあります。ここでの質問というのは、

継続予算というのは、私も十分承知をし

ておりますが、なぜ駆け込み的な発注を

この３月２６日にやられたのか。現時点

でもまだ工事が終わってない状況の中で、

１０月２９日という締めくくりで３月２

６日の発注というのは、本来、４月の発

注でもよかったのではないかというふう

に思っております。この点について明確

にお答えいただきたいと思います。

　また、疑問に思う細部については、２
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回目の質問でさせていただきたいという

ふうに思っております。

　それと、決算書の１６４ページで、再

開発事業費、まさにこれは千里丘西口の

再開発準備組合への支援を行うためにと

いうのは、当初予算での説明であったよ

うに承知しておりますが、予算執行状況

を見ますと、もともと１３万３，０００

円の予算を組んでいる中で、補正減額が

１１万７，０００円減額になっておりま

す。執行状況を見ますと、普通旅費と印

刷製本費だけであって、準備組合に対す

るいろいろな活動費と言いましょうか、

補助金が全くなされてない。これはまさ

に準備組合の会議も含めて、この１年間、

活動がなされてなかったように見受けら

れるんですが、この点についてどのよう

な活動をなされてきて、どの時点でこの

補正予算を減額してきたのかということ

もお聞かせいただきたいと思います。

　それから、決算書の１６７ページ、逓

次繰越額が非常にそれぞれの款項目の中

で出てきているんですが、一つ、細かい

話で非常に恐縮でございますが、１６６

ページで、土地区画整理事業費で逓次繰

越費が総額１億４，０６８万５，８７３

円の逓次繰越が出されております。それ

ぞれの委託料から工事費、備品購入費に

対しての逓次繰越ならわかるんですが、

その中で、本来、必要経費である需用費

が全く逓次繰越なされておりません。本

来、こういった逓次繰越というよりも、

もともとこういった款項目での単独事業

会計を組んだ段階では、一つの事業に対

する逓次分は見込んでおくべきだという

ふうに思うんですが、この需用費が全く

逓次繰越の中に含まれてないということ

は、次年度はそういった経費は要らない

んでしょうか。

　それから、決算書の９０ページから９

１ページのコミュニティプラザ費で、先

ほどもいろいろ質問が出てきておったん

ですが、私、これも文書の書き方も一つ

あるんですが、決算書の中では、こういっ

たコミュニティプラザ運営システム構築

委託料とか書かれております。いざ今度、

事務報告書を見ると、表現が変わってい

るんです。これは整備事業で我々、業務

を見るのには、やはり予算概要に基づい

てその事務内容を見ながら、その執行概

要がどうであるかという判断をしていき

たいというふうに私は思っているわけで

す。そういった中で、例えばコミュニティ

プラザ運営システム構築委託料８６万１，

０００円が、いざ事務報告書を広げてみ

ると、公共施設案内予約システム導入業

務委託料、構築と導入業務というのは、

私は全く違う分野だと思いますけど、こ

の点、構築委託料と導入業務委託料の違

いについて、伺いたいというふうに思い

ます。

　それから、コミュニティプラザの館内

通信環境構築委託料についてでも、コミュ

ニティプラザ複合施設通信システム構築

業務委託料に変わっております。これ先

ほど言いました事務報告書のほうから見

ますと、公共施設案内予約システム導入

業務委託料というのが、発注が平成２２

年１月２９日になっているんですね。そ

れともう一つ、本来、これに関連する大

きなサーバー関係を抱えて、インターネッ

トの配線関係もやる本元の発注が、それ

におくれて平成２２年２月２４日に発注

されております。先ほどの委員からの質

問に関連するんですが、これについては、

館内の民間の方々、団体が来たときに、

インターネット予約ができるシステム構

築という先ほどのご答弁がございました。

本来だったら、基幹工事である公共施設

の通信システム構築業務のほうが、まず
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早目に発注をされて、それのシステム、

多分これはシステム管理関係のソフト関

係の委託業務なのか、もしくはそこの細

かい部品の委託だと思いますけど、それ

が後ほど発注されて、初めてこれが筋が

通るような工事になってくるというふう

に私は理解しているんですが、なぜこれ

が発注時期がおくれて、完成工期が一緒

になっているのかという点について、大

きくは７点について質問、１回目の質問

を終わりたいと思います。

○木村勝彦委員長　暫時休憩します。

（午前１１時４４分　休憩）

（午後　０時５８分　再開）

○木村勝彦委員長　再開します。答弁を

求めます。

　橋本課長。

○橋本市民活動支援課長　それでは、３

点の質問にご答弁申し上げます。

　まず、法律アドバイザーの委託料の関

係でございます。宮崎綜合法律事務所は、

本市の顧問弁護士業務及び行政相談業務

に携わられておられまして、平成１８年

度からこの南千里丘まちづくり事業にお

ける法律アドバイザー業務を継続して担

当していただいております。

　この間、多方面の専門分野にわたる課

題への対応の体制が整っており、また、

本市の行政事情にも詳しく事業完了後も

継続的に対処していただけることもあっ

て、委託契約を行っております。

　平成２１年度の具体的な協議内容等に

つきましてですが、旧ふれあい広場の貸

付契約などからコミュニティプラザの所

有権移転にかかわります協議まで、５件

の案件で延べ４０時間以上に及んでおり

ます。

　続きまして、予約システムにつきまし

てですが、この公共施設予約システムの

導入に当たりましては、庁内と公民館等

の貸館業務を行っております担当課とも、

事前に十分な協議を進めて、導入するタ

イプの選定等も行っておりました。その

中で事業者がインターネット上で提供す

るシステムを使うことで、方向を決めま

した。その準備段階では、コミュニティ

プラザのシステム導入よりも早いという

ことですが、インターネット上でのシス

テム設定、管理が行われるものでして、

その準備作業、この時期でしたら、ちょ

うど市役所、南千里丘の担当をしており

ます市役所から作業を行い、検証作業を

進めておりました。

　続きまして、予算科目の名称、表記の

問題です。

　予算書、節の説明及び決算書、備考と

して表記された委託料の名称と事務報告

書に掲載いたしました委託業務の業務名

が異なっている件でございます。

　事務報告書のほうには、業務内容に基

づき、契約名称を掲載いたしております。

委員ご指摘のとおり、今後、事務報告書

が決算とリンクしている点を踏まえての

予算作成時からの委託内容の精査とあわ

せまして、わかりやすい表現を踏まえて

対応してまいりたいと考えております。

○木村勝彦委員長　西川参事。

○西川都市計画課参事　三好委員のご質

問の４点についてご答弁させていただき

ます。

　まず１点目の南千里丘にございます法

律アドバイザー委託についての委託内容

につきまして、ご説明申し上げます。

　南千里丘まちづくりにおきまして、関

連する民間事業者と調整することが非常

に多く、民間事業者等と締結します保留

地の内容でありますとか、公共用地の取

り扱いについての協定書、覚書につきま

して、事前のリスクを回避するため、専

門知識のある法律、他の相談が必要とな
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り、法律アドバイザー委託を行っており

ます。

　平成２１年度に実施しました相談内容

につきましては、延べ５６時間に対し、

８６万４，５００円の支出を行っていま

す。

　続きまして、２点目の旧総合福祉会館

及び市民体育館解体工事に伴いますガス

管の設備工事についての工期延期につい

ての理由につきまして、ご説明申し上げ

ます。

　大阪ガスに発注いたしました旧総合福

祉会館、市民会館のガス設備工事につき

ましては、平成１９年８月に民間事業者

の土地と交換しております民間事業者の

土地でございまして、旧総合福祉会館の

敷地内に、文化ホールに供給しておりま

す供給管、Φ１５０ミリのガス管が埋設

しておりましたことから、その管を撤去

して摂津市の所有地、文化ホール側に敷

設する工事を行いました。

　工期のほうは平成２０年１２月９日よ

り当初６月３０日までの工期としており

ますが、ご指摘のとおり、約半年間延ば

しまして、平成２２年３月１５日まで工

期を延期しております。工期を延期しま

した理由としましては、別工事の福祉会

館の解体工事と調整しながら、本工事、

文化ホール側への新設工事を最初に行い

まして、その後、福祉会館に入っており

ます既設管撤去、そちらのほうの撤去す

る工事の計画を進めておりましたが、当

初、大阪ガスから資料をいただいており

ました敷設管が埋設されている位置が、

実際に掘って位置確認をしますと、既に

福祉会館の仮囲いの下にあるということ

がわかりまして、解体工事に伴う仮囲い

を外してしまうと、解体工事に伴う危険

性が増大するということで、解体工事の

後に、仮囲いを外した後にガス管の撤去

工事を行ったことで、工事の延期をして

おります。

　それから、ガス管工事の前払金につい

てでございますが、契約書の内容につき

ましては、下水道工事等で行われており

ます大阪ガスとの契約の内容を遵守いた

しまして、前払金の支払いの記述はござ

いません。その支出がございませんので、

この記述につきましては、大阪ガスと協

議させていただいた中の内容で契約を結

んでおります。それで前払金の支出金が

なく、竣工金を支払ったということでご

ざいます。

　続きまして、学園町中央線の工事につ

きまして、工期の設定について答弁させ

ていただきます。

　学園町中央線の工事は国費の補助事業

であります交付金を使った工事と、それ

から単独費事業で行う工事を１本の契約

にして、合併して発注しております。

　単独事業においては、旧総合福祉会館

に埋設しております既設水路、８００ミ

リのヒューム管が埋設されて、その撤去

工事等もこれ含まれております。

　旧総合福祉会館は、既に民間私有地に

なっておりますので、民間地権者との土

地交換契約により、旧総合福祉会館の撤

去等による土地使用を認めていただいて、

平成２２年、今年の８月の末で引き渡し

の条件になっております。

　それまでに、埋設されている水路を撤

去する必要がありましたことから、発注

準備を行っておりました。しかし、ご存

じのように、旧総合福祉会館の工事にお

いてアスベストが飛散するという事態が

ございまして、万全な安全対策を図る対

策を行ったり、説明会を行う中で、工事

のほうが半月ほどおくれて、３月末まで

工事のほうを行ったため、その調整をす

るがために、発注状況を見ながらの発注
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となったものです。それで工期設定がご

指摘の通り、年度末に近い３月２６日の

契約となっております。

　また、工期末については、既設水路の

撤去後、道路を築造し、その中に警察で

支出していただきます信号柱、その辺の

工事調整も入りまして、結局、工期のほ

うを１０月末までという形で設定させて

いただいてます。

　しかしながら、ご存じのとおり、工事

のほうはまだ実施しておりまして、主な

理由としましては、先ほど信号柱の設置

につきましては、大阪府警と協議が必要

だったということと、既設水路の深さが

若干深かった等で、仮設工事が必要になっ

たということで、工事のほうを延期して

おりまして、延期手続を現在行っており、

工期が１２月１７日まで延期になるとい

うことになっております。

　続きまして、区画整理事業における逓

次繰越の中に、平成２１年度においては

需用費が逓次繰越されてないのはなぜか

ということにつきまして、ご説明申し上

げます。

　区画整理事業における需用費につきま

しては、消耗品や印刷製本費、光熱費な

どが含まれますが、平成２１年度におき

ましては、満額支出しております。それ

で平成２２年度においては、新しく需用

費を組みまして、印刷製本費、消耗品費

等を予算化しております。

○木村勝彦委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　それでは、

千里丘西再開発についてのご質問ですけ

ども、予算につきましては、西準備組合

での勉強会等への講師の派遣として、報

償金を計上しておりましたけれども、機

会がなかったことから平成２１年度減額

をしたものであります。

　平成２１年度におきます準備組合の活

動としましては、総会を１回、役員会を

２回、勉強会を１回開催いたしておりま

す。

　勉強会につきましては、実際に再開発

事業を経験しました事業者を講師に招い

て勉強会をいたしておりますけれども、

報酬については無報酬で協力をいただい

ているところでございます。

○木村勝彦委員長　三好委員。

○三好義治委員　それでは、２回目の質

問をさせていただきたいと思います。

　法律アドバイザーで、南千里丘地域内

において、今回、トータルすると１４６

万６，５００円はその宮崎綜合法律事務

所のほうに支払われて、いろいろなアド

バイスを受けたというふうに伺いました

が、私が疑問に思っているのが、所管が

ちょっと違うから、これは言葉の引用だ

けで使わせていただきますが、摂津市は

顧問弁護士として宮崎綜合法律事務所と

顧問契約を結んでいます。私が承知する

のは、そういった顧問弁護士というのは、

いざ案件があったときの事案によって費

用が発生するべきもので、通常ならば、

相談に行っても、十分にそこで対応して

いただけるという位置づけで理解をして

いるんです。今回、それぞれ５６時間、

４０時間の相談を受けたということで、

本来、民事関係が発生した状況とか、内

容証明等を発行しなければならないんだっ

たら、それ以外に費用がかかってしかる

べきものだというふうに思っているんで

すが、このアドバイザー契約を行ったそ

の背景で、２点疑問があります。１点は、

今言いましたような年間契約を結んだア

ドバイザー契約であったのか、それとも

１件当たりこの契約をやったのか、この

点についてお聞かせいただきたいのと、

なぜ宮崎綜合法律事務所だったのかとい

う点です。これは冒頭、ご答弁いただい

－25－



たように、摂津市内をよく理解をしてい

るから、宮崎綜合法律事務所ということ

になりますが、今、大阪府弁護士会にお

いてでも、法律相談、顧問弁護士という

のは、ある程度の入札制度もとられてい

るような背景もあります。こういった中

で摂津市として、行政相談、窓口になっ

ている法律事務所が２件あるというふう

に伺っておりますが、なぜその宮崎綜合

法律事務所にそういったふうになったの

かという点についてお聞かせいただきた

いというふうに思います。

　それと、大阪ガスの配管の撤去の時期

がずれたことについてでございますが、

総合福祉会館、体育館の解体工事に対し

て、大きくは工事変更、期間に妨げがな

かったというふうに今、ご答弁ございま

すが、もともとその工事が半年もずれる

ということは、契約事項の中で、本来は

工賃関係で相当請負業者に対しては支障

が期したというふうに思うんですね。

　ただ、今回の件については、大阪ガス

が管理している図面が埋設配管図と異なっ

ていたために、工事がおくれたというふ

うになっているんですが、本来、行政が

その図面を渡して、請負業者がそれで工

事がおくれた場合には、損害賠償請求を

されるというふうに私は思うんですが、

今回、この大阪ガスが管理していたその

図面の差異によって、摂津市は大阪ガス

に対してどういうふうな対処をしてきた

のかということについて、お聞かせいた

だきたいと思います。

　その関連で、私は一方では、先ほどの

学園町の道路整備が時期がずれたという

ふうに思ったんですが、これについては

関係がないということです。そういう工

事がおくれた状況にもかかわらず、規則

では５００万円以上については前金を払

わなければならないという規則がありま

すが、大阪ガスは、特殊な事情の中で大

阪ガスの管撤去となると、大阪ガスしか

できないということの中で、前金払はや

られてないという判断だというふうには

理解をしましたけれども、おくれたとき

もその対処の仕方、これは今回はたまた

ま仮設工事の仮囲いの工事の下であって、

安全対策のためにそれを撤去するまでは、

配管は撤去ができなかったという状況で

ございますけど、僕は一歩間違えれば、

大きく工事に影響してくるのかなという

ふうに思っております。そういった点で、

大阪ガスに対しては、どういう指導を行っ

てきたのかということをお伺いしたいと

思います。

　学園町の中央線については、結局、な

ぜ３月２６日の発注であったのかという

ことが、明確なご答弁なかったんです。

これについては、福祉会館のアスベスト

が発見され、それの撤去関係で全体的な

更地変換ということが定められている中

で工事がおくれたというのは、一方では

理解しますけど、なぜ３月２６日の発注

になったのか。４月でもいいん違うのか。

というのは、先ほど言いましたように、

ジェイ・エス・ビーとの関係で８月１７

日に明示確定をして、明示確定が済んだ

後については、別に１０月２９日の工期

を確定せずに、先ほど言いましたように、

現在の１２月１７日が完成予定になって

いるのに、それやったら４月に発注して、

逓次繰越全額を繰越ながら、平成２２年

度当初予算の中でその計画を組んでても、

特段遅くなかったん違うのかというのは、

予算の使い方の中で、市民から言われて

いるのが、工事検査が３月末に集中する。

こういったことについては、残予算を集

中して使うということを指摘されている

わけですよね。そういった中でこの３月

２６日の発注というのは、この平成２１
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年度の決算を見たときに、３億６，００

０万円の剰余金が発生したから、こういっ

たことの手段が組まれたん違うのかとい

うような憶測を私は感じるわけですね。

駆け込み発注やと。だから、なぜ３月２

６日の発注で１０月２９日の完成見込み

でないと、その４日から５日間の空白が

なされたのか。４月８日でも別によかっ

たん違うのかと。だから、僕らきょう決

算やから、３月２６日から３月３１日、

もしくは出納閉鎖までのあなた方の動き

についての質問ぐらいしかできませんか

ら、この程度の質問になりますけども、

だから、そこを明確にお聞かせいただき

たいのと、加えてこの工事、昨日、私見

に行ってきました。まだ南側の歩道とい

うのはバリゲートをしたままで、東側の

福祉会館の陸橋があった部分というのは、

歩道と車道の段差がすごくあって、歩道

工事では、信号機がつくところ、これも

３０センチから４０センチの段差があり

ます。こういったことも含めながら工事

設計をやり直すんだというようなことと、

もう１点は、先ほどから聞いてたら、排

水溝の深さが違うかったとか、道路形態

が違うというのは、もともと最初の設計

ミスやったん違うんですか。この工事が

延長されているのは。もともとやったら、

やっぱり技術者ならば、最初にそういっ

た設計で原因調査もしながら、委託をし

た中で、工事行程を組むわけですよ。だ

から、私も工事行程表、今ここに持って

ますけど、もともとこの工事行程表にし

てても、ざくっと書いているような工事

行程表であって、今の状況からいったら、

本当やったら１０月の頭に終わっておか

ないといけない。１０月２９日と書いて

るけども、１０月の頭には終わっとかな

あかんのが、１２月まで延びて、先ほど

言った延びた原因がそういった現象面が

あらわれている。だから、その辺がどう

やったかということをお願いしたいとい

うふうに思います。

　それから、再開発事業で千里丘西再開

発準備組合が自主的にやっているという

部分と、一方では進んでないということ

を理解はいたしますが、行政としてどう

やっていこうとなされているのか、当初

予算でそれだけ１３万３，０００円の予

算を組んでスタートして、実際にやって

きたのが勉強会とそれから総会と、あと

講師呼んでの勉強会ぐらいで、我々とし

てはこれは数年前からいろいろな事業を

やっていて、もともとは準備組合もいろ

いろと活性化も図りながらやってきた。

でも、この平成２１年度は、行政として

どういう立場で何を指導していたのか。

改めてお聞かせいただきたいというふう

に思います。

　今の状況の中で、言える範疇で結構で

すけども、今の千里丘西の動きが平成２

１年度で反映されなかったというような

状況もあれば、教えていただきたいと思

います。

　それと、土地区画整理事業費での逓次

継続での需用費が、今年度ですべて締め

切られていると。この事業というのは５

か年計画であって、本来、需用費という

のは、一つの事業に対してかかわる経費

を盛り込んでおかないと、本来、その事

業というのは進まないというふうに思っ

ているんです。だから、区画整理事業に

ついては、トータル予算管理をしながら、

残予算は残さないということも伺ってお

りますけど、残さないのだったら、当初

から需用費を盛り込んでおいて、最終年

度においてそこを訂正をしていく。これ

が本来、１事業に対する予算管理ではな

いのかなとこういうふうに思っておりま

す。改めてご答弁をいただきたいという
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ふうに思います。

　コミュニティプラザの運営システムで、

ただ単にパソコンの通信システムだけの

管理で、庁内でやってましたというのは、

僕は一方ではそれもシステムづくりやか

らよかれと思うんですが、この中には本

来は全体の設計業務が入っていたのでは

ないんですか。そのシステムづくりとい

うのは、今のコミュニティプラザが本来、

譲渡を受ける前から進んでいる事業だか

ら、余計にその部分が気になるわけです。

だから、最初、やっぱり工事期間中に本

線から、それから光ファイバーから、い

ろいろと入れなければならない。そのた

めにはまずは設計も含めてやっておかな

いとならないけども、その事業がちょっ

と本末転倒している部分かなと思ってい

たんです。だから、８６万１，０００円

というのは、どういった内容であって、

その２，０８９万２，０００円とのかか

わりというのは、もう１回、具体的にお

示しいただきたいなというふうに思って

おります。

　もう１点、加えて、このコミュニティ

プラザ運営システムとか、貸し館業務の

今やって、既に現在、進行して進んでい

るんですが、そういった空き館の状況、

空き室の状況は市民に直接伝わるんです

けど、今、いろいろと苦情が搬入ルート

が全くなくて、窓口に行くと、いろんな

大型器具を入れるのに、ロータリー側か

ら手作業で運んでくださいというような

ことを言われて、実際に搬入口が完成す

るまでは全くできないというのも実態で

あるわけです。それがこのネットを通じ

てそういったことが注釈も入ってなくて、

窓口に行くと、受付した人によっては、

まちまちな返答が返ってくるというよう

なことも伺っておりまして、こういった

ことも、そういったことも含めながら、

導入もできているのか、お聞かせいただ

きたいというふうに思います。

○木村勝彦委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　千里丘西再

開発についてのご質問にお答えさせてい

ただきたいと思います。

　西口につきましては、昭和６３年に準

備組合ができてから、今に至っているわ

けですけども、その中で大きな原因とし

ましては、大口地権者の協力が得られな

いことから、法定要件の３分の２の同意

が得られないという形で、ずっとこう着

状態にあったところであります。

　平成２０年度におきまして、現状のま

まではなかなか進まないという中で、区

域を縮小して、同意形成ができるような

形の区域で再開発が可能かどうかという

ことを検討いたしまして、平成２１年度

ではその案を準備組合にも示してきたと

ころでございます。

　しかし、準備組合としましては、縮小

案に対して、今のままでは法定要件の賛

成が得られないことから、できないこと

はわかっておられますけれども、縮小し

たことによりまして、やはり形状とか、

事業採算性、また現在の経済状況の悪化

等もありまして、縮小案でいきましょう

という方針もなかなか出ない状況という

のがありました。

　個々にもいろいろ意見を伺ってまわっ

たところ、やはり再開発をやるべきとい

うお考えはあるんですけれども、本当に

この区域で大丈夫かとか、採算性も試算

しましたところ、若干厳しい。だめでは

ないんですけれども、ちょっと厳しい結

果が出ているようなことから、その辺、

非常に不安があって、なかなか準備組合

として方針が決められなかったという状

況であります。

　そんな中で、再開発の準備組合ができ
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た当初からは、いろいろと変わってきま

して、駅前での大規模な高度利用、高用

積での再開発からコンパクトな再開発に

移ってきているという状況もありまして、

実際、そういう新たな再開発事業を手が

けている事業者を呼んで、勉強会をしよ

うということで、昨年度の末から勉強会

を始めているというような状況です。

　我々としましては、一つの提案としま

して、縮小案を示し、駅前広場、一部あ

りますけれども、再開発事業という形に

進めないかという提案をしているところ

ですけれども、やはり準備組合としまし

ては、なかなかまだ踏み切れない状況に

あるということから、事業者による勉強

会を通しまして、現状の再開発とか、実

際の社会情勢等も今現在、一緒に勉強し

ているような状況でございます。

○木村勝彦委員長　橋本課長。

○橋本市民活動支援課長　法律アドバイ

ザーの関係の契約の関係でございます。

　宮崎綜合法律事務所との契約に関しま

しては、１時間当たりの単価契約で契約

をいたしております。

　ただ、弁護士の報酬規定等がございま

す中で、顧問弁護士の関係がありまして、

その３０％の割引の分も考慮していただ

いております。

　あと、なぜ宮崎綜合法律事務所かと言

う関係では、この間、１８年度からの当

初、南千里丘まちづくり事業を政策推進

課のほうで担当しておりまして、その後、

都市計画課と引き続きコミュニティプラ

ザ担当等もございました。その長年の積

み重ね等も含める中での多方面にわたる

専門分野の対応体制等を継続して、委託

してきたことだと確認しております。

　続きまして、コミュニティプラザのシ

ステムの関係でございます。２，０８９

万円のコミュニティプラザのシステム構

築につきましては、施設の中においての

必要なサーバー、配線等に関しての設計、

これにつきましては建設に当たりまして

の設計業者等の図面等も参照しながら、

それに応じての配線工事等の計画もあわ

せて提出することにして、委託しており

ます。その中で、対応してきたものと確

認しております。

　続きまして、搬入ルートの関係でござ

います。

　委員ご指摘のとおり、今現在、南側が

まだ建設中でございまして、センターサー

クルへの導入通路を含めまして、工事の

進入通路となっております。建設工事の

完成時には、そちらのほうが搬入ルート

としても供用できる部分でございまして、

今現在、利用者にご不便をかけておるの

も現状です。

　平日ではなくて、保健センターの横の

立体駐車場のところに検診バスがなけれ

ば、そちらのほうのルートもご案内する

こともございまして、ただ、そちらのほ

うもいっぱいのとき、どうしてもロータ

リーからという案内もしてしまっている

ケースもあるのも事実です。

　ただ、大きなイベント等の企画もされ

ます。工事業者との調整をする中での工

事進入路の搬入ルート等も要請している

ケースも何度かありますので、そういっ

た対応での案内を心がけてまいります。

○木村勝彦委員長　西川参事。

○西川都市計画課参事　三好委員ご質問

の２回目の質問についてご答弁させてい

ただきます。

　まず１点目、大阪ガスの配管の工期の

延期について、大阪ガスにどういう指導

を行ったかということにつきまして、ご

答弁申し上げます。

　大阪ガスの図面は、以前、設計段階で

いただいておりまして、それについて設
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計を行いました。その図面に基づいて現

場立ち会いを、大阪ガスと行いまして、

大阪ガスにおいてもどこに入っているか

というのをローケーター、簡単な調査機、

ローケーターのほうで調べていただいた

んですが、それでも場所が不明であった

ということが１点ございます。

　それから、その後に、福祉会館の工事

に影響しない仮囲いができてしまったと

いうことが問題になっております。

　大阪ガスにおいては、実際に仮囲い等、

大阪ガスが施工しておりませんので、工

事期間があいた、その新設時に一時工事

を乗り込んで、あと工期をあけて撤去に、

ガス管撤去に乗り込んだということで、

支出状況は遅くなるということがありま

すが、実際に損害はなかったということ

ですが、我々としては大阪ガスが埋設さ

れている図面に基づいて設計、工事発注

をしておりますので、それについては大

阪ガスのほうに強く申し入れた次第でご

ざいます。

　図面が不整備であったということで。

　それから、２点目、学園町中央線につ

きまして、現在の情報でございますが、

三好委員、現地行っていただいてわかり

ますように、歩道の側溝等、車道の段差

が非常にございます。これは以前から学

園町中央線の東交差点自身がかなり低い

という状況がありますので、それについ

ては、今後、最終舗装復旧工事におきま

して、もう少しフラットに整備をしてい

きたいと思っております。

　工事期間中はまだ市民の方の通行には

ご不便をおかけしますが、その期間のご

協力のほうお願いしたいと思っています。

　また、先ほど工期延期の中でご説明し

ました既設水路が深く、金額の変更が生

じています。１メートル余り深く出てき

たんですが、それについては設計段階に

おきまして、当時、施工していた図面等

を調査しまして、この深さで施工されて

いるという確認はしておったんですが、

前後の人孔等が埋められている分もござ

いまして、現地確認ができていなかった

というような状況でございます。その部

分での設計が甘かったと言われればそう

なんですが、そういう事態に陥ってしまっ

たということでございます。

○木村勝彦委員長　小山部長。

○小山都市整備部長　それでは、三好委

員ご質問の学園町中央線の発注時期と需

用費につきまして、ご答弁申し上げます。

　学園町中央線の発注時期でございます

けれども、これにつきましては、この南

千里丘まちづくり事業の事業実施に当た

りまして、計画をしてまいりました。当

初につきましては、福祉会館の撤去後、

早急に道路の拡幅工事にかかるというこ

とで計画してまいっております。その中

でジェイ・エス・ビーとの用地の交換が

ありまして、契約の中で用地の交換は８

月の末に引き渡すということで契約を終

えておりました。

　そして、福祉会館の解体工事にかかっ

たわけでございますけれども、先ほど答

弁いたしましたように、その工事の途中

でアスベストの飛散という事故が起こり

まして、それによりまして工期がおくれ

てきたような状況になっております。本

来なら、解体工事と期間を空けずに学園

町中央線の工事を発注していきたいと計

画しておりまして、その工事の状況を見

ながら発注の計画をしてきたということ

でございます。

　４月に発注したらよいのではないかと

いうことがございますけれども、今、西

川参事が申しましたように、福祉会館の

中には既設水路が残っている。その既設

水路を取り壊さなかったら、道路と民地
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との境界の構造物ができない。その構造

物をつくるには、８月の引き渡しまでに

つくらなければいけないということで、

できるだけ早く発注して、民間への引き

渡しを考えたわけでございます。

　本来なら、1月時期に発注したかった

わけでございますが遅れました。やはり

民間との引き渡し時期が制限がありまし

たので、年度末ギリギリになりましたけ

れども、発注してまいったわけでござい

ます。その辺の了解をよろしくお願いし

ます。

　次に、需用費の予算組みのことでござ

いますが、担当部といたしましては、単

年度で使える分につきましては使ってい

こうということで、予算組みをしてまい

りました。ほかの工事につきましては繰

越を行っております。需用費については

繰越を行っておりません。ご指摘のとお

り、予算の考え方、現在、都市整備部で

進めている考え方というのは、いいのか

どうかということでございますけども、

今、委員のご指摘のとおり、予算の組み

方について考えを改めまして、また次年

度以降の予算組みをしてまいりたいと思

います。よろしくお願いします。

○木村勝彦委員長　三好委員。

○三好義治委員　最後にしたいと思いま

すので。

　法律アドバイザーの件については、明

確なご答弁はなかったんですけど、ただ

これは全庁で一度、考えていただいたほ

うがいいかもわかりませんし、アドバイ

ザー並びに顧問弁護士の位置づけも含め

ながらもうご答弁はいいです。

　それと、大阪ガスの配管関係での話か

らいきますと、僕はやっぱり阪神淡路大

震災を含めて震災時に、これが密接した

後の配管だから、その辺はまだよかった

かなというふうに思いますが、これがずっ

と聞くと、１５０余の管で、それが図面

と相当な位置にずれているということに

なると、いざとなったときに、復旧工事

もままならないし、いざ工事のときにも

試掘も含めながら相当な費用がかさむ。

今回のこの工事については、全体の被害

はなかったと思いますが、一方ではやっ

ぱり関西電力とか大阪ガス、埋設物が今

後どんどんふえてきますけど、そういっ

た図面管理も含めて、改めて指導してい

ただくこと、これもちょっとお願いして

おきたいというふうに思います。こういっ

た事案はよそでも起きてくると思います

ので。

　それと、学園町中央線の関係について

は、僕は明らかに一方では設計ミスであっ

たというふうに思います。今のご答弁を

聞いても。その中で設計ミスなら設計ミ

スの中で、それぞれ埋設していくのでも

残土で真砂土も要りますし、それ以外の

栗石から上の部分も要りますし、またそ

この撤去工事も含めて、業者負担が相当

かかっているのではないかなと。今、現

況を見にいっても、実際に先ほど言いま

した歩道部分については、こんもりと傾

斜がかかっている。車道の部分を見にい

くと、車道のほうは今低い地ですけど、

歩道の縁石に合わすとなったときに、じゃ

あ、くだりについている側溝。グレーチ

ングでＵ字溝で入って、きのう見ておっ

たら雨がいっぱい入ってましたけども、

あれをそのままいったら、あの勾配でい

けば、もう1回やり直さなあかんのと違

うかなというぐらいの傾斜しかとれてな

いし、実際に勾配も全然効いてないです

よ。そういったことの中で、これは現況

をもう1回見ていただきながら、今後、

スムーズに工事を進めるように、これは

そちらのほうで対策を組んでください。

ただ、工事に変更が生じているというこ
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とを今日は確認しておきたいと思います

ので。

　それと、今の３月２６日の分について

は、今、小山部長からご答弁いただきま

したけど、そのアスベストの関係で１月

に本当は発注したかったということは理

解できます。なぜ３月２６日にで、４日

間で、要は３月２６日から３月３１日ま

でにやらなければならなかった仕事とい

うのが何があったんですかということを

聞いているんです。それはここに工事行

程表を見ておっても、実際、３月２６日

発注してても、準備工というのは６月末

までなんです。そのうちの工事が４月１

０日までかかるんです。だから、それが

なぜ３月２６日に駆け込み発注しなけれ

ばならなかったのかというのは、もとも

とその逓次繰越という要は５年間の予算

を持っているから、年度別で発注してお

かなければならないということがやっぱ

り念頭にあったから、そういったことに

なったん違うかなというのが、私、払拭

できません。

　ただ、全体の予算管理として、今後、

そういったことが発注する時期にも自分

たちの定義をもって発注していただくよ

うなことを要望しておきますので、今回、

これを何ぼ繰り返してでも、これ以上の

ことは回答出ませんので、その辺はまた

よろしくお願いします。

　土地区画整理事業で、今、部長が言い

ましたその需用費の予算の扱い方という

のは、まさにこれから副市長、第４次行

革をやっていくとすれば、政策評価も含

めて、１工事事業に対してどれだけの予

算が必要かということで、やっぱり経費

削減も見ていかないとあかんと思うんで

すね。今回の場合には、逓次繰越という

５年間で、事業費だけやって、その中の

需用費というのは、単年度単年度でやっ

ていく。我々としては、１事業に対して

どれだけの経費がかかって、全体にどれ

だけの工数がかかって、この事業が達成

できるのだと、これが業務分析でもある

し、ぜひそういった予算管理をやってい

ただきたいということで、これは要望し

ておきますので、今回の需用費というの

は、先ほども部長から言われたように、

予算の取り方に一方では見方がちょっと

違うかった部分もあったというふうなこ

ともいただきました。これも要望してお

きます。

　それと、再開発事業、質問はこれだけ

にしておきますが、改めて昨年、そういっ

たことでは一つも動いてない。我々、やっ

ぱり気になる点がありまして、言える範

囲で結構でございますので、来年度、今

年度も含めてどう予算に反映して、この

まちづくりを進めようとしているのか、

副市長に最後ご答弁をいただいて、私の

質問を終わります。

○木村勝彦委員長　副市長。

○小野副市長　このＪＲ千里丘駅西の再

開発につきましては、土井課長が言って

ますように、具体的には何も動いてない

ということです。現状のままというふう

に思います。

　それで、土井課長が言いましたように、

大阪府とも協議して、大阪高槻京都線か

ら一体で約１万８，６００平米になりま

す。それで都市計画決定で駅広は３，４

００平米があり、北に抜けていく道、す

べてこれをやったら、立ち退きも入れて、

そうするとこれは基本的に市の財政的に

も、用意できないので、市長としては、

これは縮小をしてでもやると。そこで大

阪府のほうと、その再開発事業として成

り立つのはどこまでか議論したんです。

ここで問題になってきたのは、私が理解

しているのは、１人の地権者に都決決定

－32－



を打った場合に、最終強制がどの範囲ま

でできるか。ところが、余りにもこの人

が持っておられる土地が大き過ぎる。市

が考えている部分でこのような問題が一

つありました。それで今、三好委員が言

われているもう１人の地権者が私に再三

言われているのは、準備組合では無理だ

と。市の施工でやるべきだと。それに私

は協力すると言われるんです。ところが、

今、土井課長が言いましたように、準備

組合もいろいろおっしゃってますが、こ

れは我々の手に負えないからということ

を言っておられません。その中でもう１

人の地権者は、時間がないので、組合施

工をあきらめて、副市長、市施工で市長

決断すべきだと。これが言われている中

身であります。

　それで今のところ、それ以上、一歩も

進められないというような状況でして、

今後、３７年の都市計画決定の問題をど

う見るかと。４８年前にやったこの都市

計画決定をどう見るかということと、そ

れからＡブロック、Ｂブロックに分けて

いるんですが、もう１人の地権者は高槻

京都線の中央病院側を相当おさえられて

おります。旧来のこの方は、全体で５，

７００平米にのぼる土地を抑えておられ

ると。この方は利益を求めておられませ

んでして、この方が思っておられるのは、

先祖伝来の土地は、１坪たりとも減らさ

ないと。この中身については聞いており

ますのは、これで私が負けるのは、裁判

で負けたとき。もしくは強制収用、これ

しかないということを言われておるとい

うふうに私も聞いておりますので、その

中で他の地権者がいろんな議論をされて、

この部分を渡すからといったことについ

ては一切乗っておられないということで

あります。したがって、今提案されてい

る地権者のもう一方の方については、再

三、市が決断をして市施工。組合施工は

無理。時期を失していると。これをおっ

しゃってまして、市としては、一番我々

も同意できるのは、どんどん相続で状況

が変わってきてますので、時間を置けば

置くほど、難しくなるだろうと。相続に

よってどんどん小口に分かれてきますの

で、一定の限界が来ているんだろうと思

います。

　我々は市長のほうで進めていこうとし

ているこのブロックが消えましたので、

この上に立って準備組合と本当にどうさ

れるつもりなのかということをもう一度

議論する場面だろうと。

　しかし現実は、私が副市長になりまし

てからこの１２年間で、全く動いており

ません。動いたのは後から出られた地権

者がどんどん今、買われておるという状

況が明らかになっているだけで、この２

大地権者でおおむねこの地域が埋まるよ

うな状況になってきているというふうに

近づいている状況でございますので、現

状しか申し上げられませんけれども、そ

の上に立って再開発事業の成立する要件

を超えたということで、大阪府の合意し

た中身が一歩進めるかどうかということ

を、再度話し合いを今、進めているとい

うことしか、今のところ申し上げる内容

を持てないというのが現状でございます。

　いずれにしましても、このＪＲ千里丘

駅西地区の問題は、一番大きな問題です

ので、もう一度市長と相談の上で、何を

どうできるかということをもう一度議論

した上で、一歩、その中身が申し上げら

れるように努力したいなという気持ちは

いっぱいでございますので、よろしくお

願いします。

○木村勝彦委員長　今、副市長の答弁に

もありましたように、市長としては規模

を縮小してでもというお話もありました。
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しかし、今さら、別の地権者がおっしゃっ

ている市施工でやるということについて

は、やっぱり予算的な面も大変厳しい問

題がありますし、確かに今までの準備組

合に対する助成は何だったのかという問

題も出てきますし、その辺のかじ取りは

しっかりとしてもらって、今後進めても

らいますように、委員会としてもお願い

しておきたいと思います。

○渡辺慎吾委員　それでは、１点だけ質

問させていただきたいと思います。

　１６３ページ、吹田操車場跡地利用検

討業務委託料の件でございますが、先ほ

ど南野委員からの質問にある程度お答え

いただいたというふうに思います。

　私は、この平成２１年度、毎回、いろ

んな委員も質問していたと思うんです。

過去においても。吹田市との話し合い、

一つのワーキングチームを持つべきやと

か、いろいろ情報交換の場をしっかりと

持つべきだというふうにいろんな委員が

質問されたと思いますけど、行政が違っ

ても、あの地域、ある一定の方向性を向

けながらまちづくりの開発が必要という

ふうに思う。そういう観点からさまざま

な委員が質問されたわけですけど、例の

国立循環器病研究センターが来るとか、

来ないとか、また、阪大が来るとか来な

いとか、さまざまな憶測、うわさが飛び

交っておりますが、吹田市との話し合い、

また情報交換がどのようにされたのか、

お聞きしたいと思います。

○木村勝彦委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　まず吹田操

車場跡地につきましては、吹田市と一緒

に全体構想をつくってきて、今はそれに

基づいて両市、また地権者も入れて区画

整理事業を進めているところです。

　それに付随しますところに、今、処理

場の問題があって、処理場のところも当

然、吹田操車場跡地と一体的に土地利用

を図ってまいりたいという形で考えてお

りますし、吹田市もあそこについては、

処理場の移転、廃止ということも考えて

おられまして、その辺は同じような認識

に立って、まちづくり上は進んでおると

思っております。

　また、具体的に処理場につきましては、

吹田市は機能停止、建物の撤去という方

針は出されておりますけれども、上物の

まちづくり、どの辺をまちづくりしてい

くかについては、これから吹田市と協議

していきたいと考えております。

　国立循環器病研究センター等につきま

しては、保留地に誘致するという話でも

ありますので、保留地処分を所管します

のは事業者であるＵＲ都市機構、吹田市

域の保留地は権利者の土地というような

ところもありまして、今、吹田市、ＵＲ

都市機構、摂津市で定期的に勉強会とい

うか、連絡会等をやっておりまして、特

に国立循環器病研究センターにつきまし

ては、今のところ、吹田市から聞いてい

る状況の中では、正式に国立循環器病研

究センターから移転先の一つとして、吹

田操車場跡地を検討対象にするという回

答はもらっておられます。

　ただし、結論は、独立行政法人になっ

たということも聞いておりますけれども、

その辺でまだ結論が出ないという状況を

聞いているところでございます。

○木村勝彦委員長　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　吹田市のことですから、

別に摂津市がどうこう言うことはないと

思うんです。

　ただ、その国立循環器病研究センター

ができるということ、うわさを聞いてお

りますが、当然、摂津市のまちづくりに

も影響してくるわけでありまして、全然

１８０度違うような施設、また摂津市が
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つくるというわけにはなかなかいかない

というふうに思います。その中でしっか

りとさまざまな面でトップ同士の話し合

いもそうですし、事務方の話し合いもそ

うですし、この情報交換をした上での今

後の展開も必要だと思うんです。だから、

そういう点で副市長、決算の場合で、今

後の話をどうこうというのは、ふさわし

くないかもしれませんが、私どもが聞い

ている中では、吹田市と摂津市の両行政

の情報交換がうまいこといってないので

はないか、そのような情報を聞いており

ますし、副市長からご答弁いただきたい

というふうに思います。

○木村勝彦委員長　副市長。

○小野副市長　以前からも申し上げてい

ることなんですけども、当然、吹田市は

の吹田市の利益を考える。摂津市は摂津

市の利益を考えると。そこに考え方の食

い違いがあると思います。

　それで、私、特に感じるのは、この前

ちょっと申し上げておったんですが、そ

の摂津市は、吹田操車場跡地問題を当初、

吹田市は相当踏まえておったことを私も

市長も見ておりました。それは吹田市の

ほうで引き込み線等あるわけですから、

一番困るのは向こうだから、余り言わな

くて見ておくと。そのうちに、摂津市、

吹田市との計画委員会や促進協議会があ

りました。

　今、私は吹田市と、もしも違うところ

があるのならば、４万５，０００平米と

言われている正雀処理場跡地、このうち

の４万１，０００平米が、今、吹田市が

大阪企業局から譲り受けた土地でありま

す。私どもは３，０００平米であります。

ところが、これはすべて摂津市域にある

と。したがって、私どもの考え方は、こ

の吹田操車場跡地も大事だけども、摂津

市で４万５，０００平米の土地の問題は、

吹田市が勝手にみずからの土地だからと

売られるということは、我々は納得でき

ない。したがって、計画委員会や促進協

議会で物を言っていこうと。すなわち、

吹田操車場跡地問題と処理場問題、一体

不可分の問題があるということを市長は

当初のときに言いました。この中身は、

今でもその考え方の相違がある。処理場

の問題をどうするか。クリーンセンター

はどうなんだというのは、ここから始まっ

てきているんです。

　それで、一番大事な問題は、私は、こ

の前も言っておったんですが、土木下水

道部がこの処理場問題は、これは一般廃

棄物だから、環境部だとか、いろいろな

議論も大阪府もしてますが、その観点で

見るんではなくて、私は吹田操車場跡地

の中における良好な住環境を必要とする

地域として４万５，０００平米は絶対に

譲らないところがあると。まちづくり上。

ここは吹田市と違うところであります。

すなわち、我が市のものであると。何に

使おうと勝手ではないかというふうに聞

こえてまいります。我々はそうではない

ということが基本の観点でありますから、

私は処理場問題に矮小化して議論をすべ

きではない。吹田操車場跡地における４

万５，０００平米というこの広大な残さ

れたここをどう摂津市のまちづくりに、

総合計画に位置づけていくか、それを８

万の市民にどう説明づけられるかという、

ここの接点と吹田市が考えている処理場

は、もう終わったんだからやめますよと。

あと売却するのはうちですよと。これを

どうするんですか。それはおたくのとこ

ろの廃棄でしょうと、こういう論法にな

るものですから、なかなかうまく私ども

が担当部に頑張らせている中身と、吹田

市の主張とがすれ違ってしまうんです。

それが今の現状でありますから、私ども
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はこの買収をしていただきましたこの問

題と４万５，０００平米は実に不可分で

あると。そこにクリーンセンター問題は

当然、大阪府のニュータウン問題がある

がゆえに、これは一定の大阪府なり、吹

田市が共同的に責任持ってやってもらう

というのは当然のことであると。このこ

とをもって、進めていくと。その都度、

建設常任委員会、駅前等再開発特別委員

会にお諮りをするということを考えてお

りますので、今後とも頑張ってまいりた

いというふうに考えております。

○木村勝彦委員長　今、副市長から答弁

があったんですけども、これはやっぱり

歴史的な大きな背景があって、ニュータ

ウンのためにあの処理場、クリーンセン

ターはできたんです。吹田市の議会で議

論されているのは、私はこの前に取り上

げたように、吹田市の議員のほうからは、

摂津市のし尿を川面処理場で受けること

は、まかりならんぞというようなことを

質疑されて、そのときに担当部長の答弁

が、そういう廃棄物については、市町村

固有の事務やから、市域を越えてやるこ

とはありませんというような答弁がされ

て、これはけしからんということで、私

は過去の経緯を申し上げて質問をしまし

た。

　その結果、市のほうも吹田市に一定の

申し入れをされた。それに対する回答が

返ってきた。その回答は若干、そのこと

が考慮されたのか、一体的な計画の中で

取り組んでまいりますというような答弁

が返ってきましたが、やはり行政も議会

も摂津市の過去の経緯を踏まえた立場を

きっちりと吹田市に話をしてやっていく

ということは、この問題の解決につながっ

ていくと思いますので、そういう点では

議会もしっかり頑張りますし、行政のほ

うもその辺は過去の件を踏まえて、しっ

かりと対応してもらうということをこの

機会に委員長としても申し述べておきた

いと思います。

　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○木村勝彦委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午後１時５９分　休憩）

（午後２時　　　　再開）

○木村勝彦委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○木村勝彦委員長　討論なしと認め、採

決します。

　議案第１号所管分について認定するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○木村勝彦委員長　賛成多数。

　よって、本件は認定すべきものと決定

しました。

　これで本委員会を閉会します。

（午後２時１分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　駅前等再開発特別委員長

　　　　　　　　　　　木　村　勝　彦

　駅前等再開発特別委員

　　　　　　　　　　　大　澤　千恵子
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